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対象者
（無症状の人）

　別府市民及び別府市に通勤・通学しており無症状で感染を不安に感じている人
　例・ 仕事などで感染が広がっている地域に行った
　　・ 身近に感染者が発生したが検査対象とならなかった
　　・ 利用した店舗や施設でクラスターが発生した
　　・ 県外の人と接触する機会があった　など
　※発熱や風邪などの症状がある人は医療機関を受診してください。

開設期間 　６月 23 日（水）～８月 31 日（火）

開設場所
　旧山の手中学校内
　（山の手町１番 53 号）

開所時間
　10 時～ 19 時 （期間中無休）
　最終受付　18 時 30 分

令和３年度別府
市

新型コロナウイ
ルス感染症緊急

対策

第２弾 １ 市民の健康と生活を守る取組　　２ 事業と雇用を守る取組

予算規模　９億３千７百万円

  １ 市民の健康と生活を守る取組

別府市 PCR検査センターの開設1
( 抗原検査センター併設）

　検査を身近に受けられる環境を整え、感染者の早期発見による感染拡大防止と市民の安心を確保する
ため、別府市 PCR 検査センターを開設します。PCR 検査の結果は、15 時までに検査を受けた人は原則
当日中にお知らせします。また、抗原検査センターも併設し、検査を希望する人の用途によって検査方
法を選択できるようにします。

約２億５千８百万円

  １ 市民の健康と生活を守る取組

  １ 市民の健康と生活を守る取組

６つの対策
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問　健康推進課　☎２１－２１８８

↑旧山の手中学校

観光客の方は
抗原検査を
受けられます

別府公園

ビーコンプラザ

べっぷアリーナ
市役所・

・

・

★ 旧山の手中学校

↑開設場所
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  １ 市民の健康と生活を守る取組

２ 抗原検査キットの配付

　各施設などにおける感染者を早期に発見し、クラスター発生などの
感染拡大を防止するため、簡単に短時間で検査することができる「抗
原検査キット」を市内の福祉施設、幼稚園、小・中学校、観光関係施
設、その他事業所などに幅広く配付しています。

対象施設 　福祉施設、学校施設、観光関係施設　など

配付総数 　15,600キット

学校施設 観光関係施設 その他事業所など
配付内訳

障害者関係　
1,400

高齢者関係　
3,500

子育て支援　
1,100

幼・小・中学校　

1,100
観光関係　      

3,500
その他　　　　　　
5,000

  １ 市民の健康と生活を守る取組

子育て世帯生活支援特別給付金３
　新型コロナウイルス感染症による影響の長期化を踏まえ、低所得の子育て世帯の生活を支援するため、
子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

対 象 者

　ひとり親世帯分の給付金の支給を受けた人は対象外です。
　（１）令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けており、
　　 　 令和３年度分の住民税均等割が非課税である人
　　  　※給付金は申請不要で受け取れます。
　（２）（１）のほか、対象児童（令和３年４月以降令和４年２月末までに生まれる
　　　　新生児を含む 18 歳年度末までの子（障害児については 20 歳未満））の養育
　　　　者であって、➀または➁に該当する人
      　   　※給付金を受け取るには申請が必要です。
　　　　➀令和３年度分の住民税均等割が非課税である人
　　　　➁新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和３年度分の住
　　　　　民税均等割が非課税である人と同様の事情にあると認められる人（家計急変者）

給付金額 　対象児童１人当たり5万円

申請期間 　７月 15 日（木）～令和４年２月 28 日（月）

申請場所 　市役所１階　子育て支援課

約２千８百万円

８千８百万円

福祉施設

問　子育て支援課　☎２１－１４２７

問　➀ 障害福祉課　　☎２１－１４１３　　➁ 高齢者福祉課　☎２１－１００３     ➁ 介護保険課　☎２１－１４６３
　　 ➂ 子育て支援課　☎２１－１４２７　　➃ 学校教育課　　☎２１－１５７４　➄ 観光課　　　☎２１－１１２８

　　 ➅ 産業政策課　　☎２１－１１３２

➀

➃ ➄ ➅

↓抗原検査キット

➁ ➂



対 象 者

　【要件】
　・中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者（法人・個人）で、別府市内に
　　事業所などがあること。令和３年５月 31 日以前から対象事業所などにおいて事業を
　　営んでいること。
　・市内の事業所などを賃貸借契約などに基づき貸借していること、または金融機関か
　　ら融資を受けて市内に事業所などを取得し、申請月において返済を行っていること。
　・「宿泊事業者等水道料金減免」の適用を受けない人（家賃応援金と水道料金減免の両
　　方の要件に該当する人はどちらかを選択してください。）
　【上記の要件を満たしており、下記のいずれかを満たしていること】
　➀ 令和３年１月から申請月のうち、いずれかの月の売上げが前年または前前年同月比
　　 30％以上減少していること。
　➁ （令和２年５月以降開業の場合）令和３年１月から申請月のうちいずれかの月の
　　 売上げが開業後のいずれかの月から 30％以上減少していること。
　※ひとつの事業者（個人事業主、法人）につき、１回のみの申請です。
　※複数の店舗や事業所を借りている場合は、これらを合算して１回の申請となり、
　　上限額は 49 万円です。
　※応援金の振込には申請書を受理してから３週間～１か月程度かかります。

支援金額 　家賃の１/２  （上限７万円）×７＝  上限49万円

申請期限 　８月 31 日（火）まで

申請場所

　市役所１階レセプションホール
　９時～ 16 時（土・日曜日、祝日を除く）

　家賃応援金特設コールセンター　☎０１２０－９６７ー４１１
　９時～ 16 時（土・日曜日、祝日を除く）

申請方法

　（１）窓口申請
　申請書を記入し、必要書類をご確認のうえ窓口までお持ちください。
　（申請書は市ホームページからダウンロードまたは申請場所にも設置しています。）
　（２）電子申請
　令和２年４月から 12 月にかけて実施した前回の「別府市中小企業者等賃料補助金」
　受給者のうち、賃貸物件による申請を行う人で、前回提出した賃貸借契約書（ただし、
　別途家賃の支払いが確認できる書類が必要な場合があります。）及び振込先口座の写し
　に変更がない人に限り電子申請入力フォームから申請できます。
　※要件に応じて必要な書類があります。市ホームページをご覧ください。

  ２ 事業と雇用を守る取組

中小企業者等家賃応援金４
　新型コロナウイルス感染症の拡大の緊急対策として、売上げが減少している中小企業者等の事業活動
の継続を支援するため、家賃額などを基準として支援を行います。

  ２ 事業と雇用を守る取組

  ２ 事業と雇用を守る取組

約４億１千８百万円

問　産業政策課　☎２１－１１３２

↓申請会場の様子
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  ２ 事業と雇用を守る取組

宿泊事業者等水道料金減免５
　新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが減少した宿泊事業者等を支援するため、水道料金
を減免します。

対 象 者

　別府市と水道の契約を結んでいるお客様で、下記のいずれかの要件に該当する事業者
　【要件】※「中小企業者等家賃応援金」との併用不可
　令和３年５月 31 日以前から、市内で宿泊施設または温浴施設などを営む事業者で、
　（１）対象施設が、令和３年１月から申請月までのうち、いずれかの月の売上げが
　　　  令和２年または令和元年同月比で 30％以上減少していること。
　（２）対象施設が、令和２年５月以降に開業している場合で、令和３年１月から申請
　　　  月までのうち、いずれかの月の売上げが、開業後のいずれかの月の売上げから
　　　  30% 以上減少していること。

減免金額

　令和３年６月～ 11 月（６か月）分の水道料金
　・給水契約のある宿泊施設または温浴施設などに対して、1 期分（２か月）の請求で
　　最大 50 万円の減免、３期分の請求で最大 150 万円を減免します。
　　※同じ施設に複数の給水契約がある場合は、同じ期分（請求分）の水道料金の合計
　　　金額をもって減免の対象とします。
　　※受付期間内であれば、減免期間にさかのぼり、減免を行います。
　　※支払い済みの場合は、指定する口座へ還付します。

申請期限 　８月 31 日（火）まで

申請方法
　上下水道局営業課（平日９時～ 16 時）へ申請書と必要書類をお持ちください。
　（申請書は市ホームページからダウンロードまたは窓口にも設置しています。）
　※必要書類は市ホームページに掲載しています。

  ２ 事業と雇用を守る取組

中小企業事業資金等融資に対する利子補給金６
　中小企業者等を支援するため、県の新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資の期限延長
に伴い、市の利子補給金の期間を延長して追加します。

対 象 者

　（１）大分県新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資を受けていること。
　（２）市内に本店または主たる事業所を有していること。
　（３）税を完納していること。
　※ただし、新型コロナウイルス感染症の影響に起因して市税の納付が困難な状況で
　　ある場所は、別途ご相談ください。

対象となる利子 　交付対象融資の実行の日から起算して６か月間の利子（遅延利子などは除く）

申請方法
　市役所４階産業政策課へ申請書と必要書類をお持ちください。
　（申請書は市ホームページからダウンロードまたは窓口にも設置しています。）　　
　※必要書類は市ホームページに掲載しています。

１億１千万円

約３千５百万円

問　上下水道局　営業課　☎２３－０３６１

問　産業政策課　☎２１－１１３２
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走り続けて半世
紀

ゆのまち別府の移動図書館車
11
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移動図書館車の歴史
　歴史は古く、昭和 40 年にスタートしました。
　当初は古い小型バスを使い、座席に図書を積む方式で、市の職員が
交替で運転して実施。
　以来、好評を博し、巡回を希望する地域が毎年増え続けました。
　昭和 47 年　「初代ロータリー号」で本格的な移動図書館車を運行
　昭和 56 年　大型移動図書館車「２代目ロータリー号」を運行
　平成８年   　「３代目ロータリー号」運行
　　　　　　　（上記全てロータリークラブ寄贈）
　平成 29 年　「ゆのまち別府の移動図書館車」を配備（今月号表紙）
　毎月市内 33 か所を巡回し、幼児から高齢者まで多くの人に利用さ
れています。車の側面には別府タワーや地獄の鬼など別府観光のイラ
ストがあります。

巡回は A ～ J コース・東山の計 11 コースです。日程は毎号の「図
書館からのお知らせ」をご覧ください。（今月号は 23 ページへ）

図書館まで来られなくても本を借りられます

◆貸出冊数　１人５冊まで
◆貸出期間
次回の巡回日までのおよそ 1か月
◆貸出カード
図書館のカードをそのまま使用可。
車内で新しいカードも発行できま
す。（保険証や運転免許証などの住
所・名前のわかるものが必要）

　毎月１回、市内 33 か所のステーションを回っていま
すので、好きな場所で借りられます。
　絵本・児童書・エッセイ・小説など、およそ 4,500 冊
を積んで、地域を回ります。

10,000

0

20,000

30,000

2,699

9,124

4,086

15,566

4,764

19,627

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度

移動図書館車
過去３年の貸出者数・貸出冊数の状況

貸出者数
貸出冊数

利用状況は
伸びています！

お気軽に
ご利用を

初代ロータリー号

２代目ロータリー号

３代目ロータリー号
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３

　
　
　

          （ 

〒
８
７
４
の
８
５
１
１　

上
野
口
町
１
番
15
号 

）

②�

同
じ
世
帯
の
65
歳
以
上
の
人

（
本
人
含
む
）
の
年
金
収
入

額
と
そ
の
他
の
合
計
所
得
金

額
を
合
わ
せ
た
金
額
が
年
間

一
定
額
以
上
（
単
身
世
帯
は

340
万
円
以
上
、
２
人
以
上
の

世
帯
は
463
万
円
以
上
）

■
２
割
負
担
の
対
象
と
な
る
人

　

次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
人

①�
65
歳
以
上
で
本
人
の
合
計
所

得
金
額
が
160
万
円
以
上
220
万

円
未
満

②�

同
じ
世
帯
の
65
歳
以
上
の
人

（
本
人
含
む
）
の
年
金
収
入

額
と
そ
の
他
の
合
計
所
得
金

額
を
合
わ
せ
た
金
額
が
年
間

一
定
額
以
上
（
単
身
世
帯
は

280
万
円
以
上
340
万
円
未
満
、

２
人
以
上
の
世
帯
は
346
万
円

以
上
463
万
円
未
満
）

■
１
割
負
担
の
対
象
と
な
る
人

　

３
割
・
２
割
の
条
件
に
該
当

し
な
い
人

※�

64
歳
以
下
の
人
、
住
民
税
非

課
税
の
人
、
本
人
の
合
計
所

得
金
額
が
160
万
円
未
満
の

人
、
生
活
保
護
受
給
者
は
１

割
負
担
で
す
。

※
詳
細
は
右
記
の
介
護
保
険
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
の
低
所
得
者

向
け
利
用
者
負
担
軽
減

■
介
護
保
険
利
用
者
負
担
限
度

　

額
認
定

　

介
護
保
険
施
設
（
介
護
老
人

福
祉
施
設
・
介
護
老
人
保
健
施

設
・
介
護
療
養
型
医
療
施
設
・

介
護
医
療
院
）・
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
で
の
食
費
・
居
住
費
に
つ

い
て
、
低
所
得
の
人
は
申
請
に

よ
り
所
得
段
階
に
応
じ
て
負
担

額
の
軽
減
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

対 

象　

生
活
保
護
を
受
給
し
て

い
る
人
、
ま
た
は
次
の
要
件

の
全
て
を
満
た
す
人

①�

世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

で
あ
る
こ
と

②�
配
偶
者
が
別
世
帯
で
も
住
民

税
非
課
税
で
あ
る
こ
と

③�

預
貯
金
等
の
額
が
一
定
額
以

下
で
あ
る
こ
と
（
詳
細
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

申
請
に
必
要
な
も
の　

　

介
護
保
険
被
保
険
者
証
、
本

人
及
び
配
偶
者
の
預
貯
金
通
帳

等
の
写
し
な
ど

注
意
事
項　
有
効
期
間
は
申
請

月
の
月
初
か
ら
と
な
り
ま
す
。

　

既
に
軽
減
を
受
け
て
お
り
継

続
し
て
利
用
す
る
人
は
、
８

月
25
日
㈬
ま
で
に
窓
口
ま
た

は
郵
便
（
必
着
）
で
更
新
申

請
の
手
続
が
必
要
で
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

防
止
・
混
雑
緩
和
の
た
め
、更

新
期
間
を
延
長
し
て
い
ま
す
。

■
社
会
福
祉
法
人
な
ど
に
よ
る

　

利
用
者
負
担
額
軽
減
制
度

　

社
会
福
祉
法
人
が
提
供
す
る

施
設
及
び
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス

な
ど
の
利
用
者
負
担
額
の
う

ち
、100
分
の
25
を
軽
減
し
ま
す
。

対
象　

次
の
要
件
の
全
て
を

　
　
　

満
た
す
人

①
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

②
単
身
世
帯
で
年
収
150
万
円
以

下
、
預
貯
金
350
万
円
以
下

　
（
一
人
増
す
ご
と
に
年
収
で
50
万

円
、
預
貯
金
で
100
万
円
を
加
算
）

③
活
用
で
き
る
資
産
が
な
い

④
親
族
な
ど
に
扶
養
さ
れ
て
い
な
い

⑤
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い

※�

介
護
保
険
施
設
・
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
で
の
食
費
・
居
住
費
の
軽

減
に
つ
い
て
は
⑥
も
含
む

⑥�

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

証
が
交
付
さ
れ
て
い
る

申
請
に
必
要
な
も
の　

　

介
護
保
険
被
保
険
者
証
、
印

市
税
徴
収
強
化
に

大
分
県
職
員
を
派
遣

　

大
分
県
で
は
「
県
と
市
町
村

と
の
連
携
に
よ
る
地
方
税
徴
収

強
化
対
策
」
を
実
施
し
て
お

り
、
別
府
市
に
７
月
１
日
付
で

県
職
員
が
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
制
度
は
、
個
人
住
民
税

等
の
収
入
確
保
、
市
税
務
職
員

の
滞
納
整
理
の
技
術
向
上
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。
別
府
市
で

は
、
12
月
末
ま
で
大
分
県
税
事

務
所
の
職
員
と
と
も
に
、
滞
納

整
理
等
を
実
施
し
ま
す
。

　

ま
た
、
杵
築
市
、
国
東
市
、

日
出
町
と
の
間
で
税
務
職
員
を

相
互
派
遣
し
、
共
同
滞
納
整
理

な
ど
協
力
を
強
化
し
ま
す
。

問　

債
権
管
理
課　

☎
（21）
１
１
２
１

鑑
、
通
帳
（
令
和
２
年
１
月
１

日
か
ら
現
在
ま
で
記
帳
済
み
の

も
の
）、
年
金
改
定
通
知
書
な
ど

注
意
事
項　

　

有
効
期
間
は
申
請
月
の
月
初

か
ら
と
な
り
ま
す
。
既
に
軽
減

を
受
け
て
お
り
継
続
し
て
利
用

す
る
人
は
、
７
月
９
日
㈮
ま
で

に
更
新
の
手
続
が
必
要
で
す
。
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申請により自己負担割合が２割になる場合

国民健康保険に加入して
いる 70 歳～ 74 歳の人が
世帯に 1 人いる場合

合計収入が
383 万円
未満

国民健康保険に加入して
いる 70 歳～ 74 歳の人が
世帯に２人以上いる場合

合計収入が
520 万円
未満

国民健康保険の限度額適用認定証の更新を受け付けます　７月 1 日（木）から受付開始
　医療機関を受診したとき、限度額（所得区分によって異なります）を超えた自己負担分は申請により高額療養費として支
給されます。ただし、あらかじめ限度額適用認定証（住民税非課税世帯の人は限度額適用･標準負担額減額認定証）の交付
を受けて、医療機関に提示すると、医療機関への支払いが自己負担限度額までになります。非課税世帯の人は入院時の食事
代を減額することもできます。

70 歳未満
課税世帯 更新が必要

非課税世帯 更新が必要　※食事代の減額あり

70 歳～ 74 歳
課税世帯

課税標準額 690 万円以上 申請不要
課税標準額 145 万円以上 690 万円未満 更新が必要
課税標準額 145 万円未満 申請不要

非課税世帯 更新が必要　※食事代の減額あり

■更新の申請期間　７月１日（木）～８月 31 日（火）
　既に認定証をお持ちの人は、７月末で有効期限が切れ
ますので、必要な人は８月末までに更新の手続をしてく
ださい。７月中に申請をした人は７月末までにご自宅に
送付します。
※新規申請は随時受け付けます。その場合、申請月の初

日から有効となり、申請月前月までの受診分は対象外と
なりますのでご注意ください。

※国保税に滞納があると発行ができない場合があります。

■申請に必要なもの
①国民健康保険証   ②現在お持ちの認定証（更新者）
③写真付きの本人確認書類（有効期限内のもの）
④マイナンバーを確認できるもの
※非課税世帯の人で長期入院該当者（申請月以前の１年間

で入院日数が 91 日以上ある人）は、入院日数を確認でき
る書類（領収書など）が必要です。

※出張所でも受付できますが、認定証は後日郵送になります。
申 ・ 問 　保険年金課　☎２１－１１４８

新
し
い
国
民
健
康
保
険

証
を
７
月
中
旬
に
簡
易

書
留
で
送
付
し
ま
す

　

８
月
１
日
か
ら
使
用
す
る
国

民
健
康
保
険
証
の
有
効
期
限
は

令
和
４
年
７
月
31
日
で
す
。

　

た
だ
し
、
令
和
３
年
８
月
２

日
～
令
和
４
年
７
月
31
日
に
次

の
①
②
に
該
当
す
る
人
は
有
効

期
限
が
短
く
な
っ
て
い
ま
す
。

① 

75
歳
に
な
る
人
…
有
効
期
限

は
誕
生
日
の
前
日
で
す
。
75
歳

の
誕
生
日
以
降
は
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
に
変
わ
り
ま
す
。

②
70
歳
に
な
る
人
…
有
効
期
限
は

誕
生
月
の
末
日（
１
日
生
ま
れ

の
人
は
誕
生
日
の
前
日
）で
す
。

病
院
窓
口
で
の
負
担
割
合
を
記

載
し
た
新
し
い
保
険
証
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
誕
生
月
の
翌
月

１
日（
１
日
生
ま
れ
の
人
は
誕

生
日
）か
ら
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

特
定
疾
病
療
養
受
療
証

を
送
付
し
ま
す

　

令
和
３
年
度
の
特
定
疾
病
療
養
受

療
証
を
送
付
し
ま
す
。
今
回
、
70
歳

以
上
の
有
効
期
限
の
記
載
が
な
い
人

に
つ
い
て
も
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

※
今
回
送
付
す
る
国
民
健
康
保
険
証

 
国
民
健
康
保
険 

対
象
の
皆
さ
ん
へ

及
び
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
に
は

個
人
ご
と
の
枝
番
が
追
加
さ
れ
て

い
ま
す
。
枝
番
追
加
後
も
今
ま
で

ど
お
り
利
用
で
き
ま
す
。

病
院
窓
口
で
支
払
う
自
己

負
担
割
合

70
歳
～
74
歳

　

医
療
機
関
を
受
診
し
た
と
き
の

自
己
負
担
割
合
は
、
住
民
税
の
課
税

標
準
額
等
に
よ
っ
て
判
定
し
ま
す
。

※
課
税
標
準
額
と
は
、
総
所
得

金
額
か
ら
各
種
控
除
や
必
要

経
費
を
除
い
た
あ
と
の
金
額

自
己
負
担
割
合
の
判
定

◎
２
割
負
担
の
人
（
現
役
並
み
所

得
者
以
外
）…
同
じ
世
帯
に
課
税

標
準
額
が
145
万
円
以
上
で
国
民

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
70

歳
～
74
歳
の
人
が
い
な
い
場
合

※
基
礎
控
除
後
の
合
計
総
所
得
が

210
万
円
以
下
で
あ
れ
ば
該
当

◎
３
割
負
担
の
人
（
現
役
並
み
所

得
者
）…
同
じ
世
帯
に
課
税
標
準

額
が
145
万
円
以
上
で
、
国
民
健
康

保
険
に
加
入
し
て
い
る
70
歳
～
74

歳
の
人
が
１
人
で
も
い
る
場
合

※
下
記
の
表
に
該
当
す
る
場
合

は
申
請
に
よ
り
自
己
負
担
割

合
が
２
割
と
な
り
ま
す
。

問  

市
役
所
Ｇ
Ｆ（
グ
ラ
ン
ド
フ
ロ
ア
）

　　　
保
険
年
金
課　

 

☎
（21）
１
１
４
８

脱
退
に
つ
い
て

　

現
在
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
人
で
、
就
職
な
ど
に
よ
り
ほ

か
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
場
合

や
、
家
族
の
健
康
保
険
の
被
扶
養
者

と
な
っ
た
場
合
な
ど
は
、
国
民
健

康
保
険
の
脱
退
手
続
が
必
要
で
す
。

健
康
保
険
の
オ
ン
ラ
イ
ン

資
格
確
認
の
延
期

　

令
和
３
年
３
月
開
始
予
定
と

な
っ
て
い
た
健
康
保
険
の
オ
ン

ラ
イ
ン
資
格
確
認
は
延
期
と

な
っ
て
い
ま
す
。
医
療
機
関
な

ど
を
受
診
す
る
際
は
、
今
ま
で

ど
お
り
健
康
保
険
証
や
、
必
要

に
応
じ
て
限
度
額
適
用
認
定
証

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
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新
し
い
保
険
証
を 

７
月
中
旬
に
簡
易
書

留
で
送
付
し
ま
す

　

現
在
の
水
色
の
保
険
証
の
有

効
期
限
は
７
月
末
で
す
。

　

８
月
以
降
は

新
し
い
保
険
証

（
緑
色
、
折
り

た
た
み
型
）
を

お
使
い
く
だ
さ
い
。

※
保
険
料
額
決
定
通
知
書
と
は��

　

別
に
送
付
し
ま
す
。

◆
新
し
い
保
険
証
の
有
効
期
限

　

令
和
４
年
７
月
31
日

※�

裏
面
で
臓
器
提
供
の
意
思
表

示
が
で
き
ま
す
。

※�

『
一
部
負
担
金
の
割
合
』
は

令
和
２
年
中
の
所
得
に
基
づ

い
て
判
定
さ
れ
ま
す
。

 
後
期
高
齢
者
医
療 

対
象
の
皆
さ
ん
へ

令
和
３
年
度
保
険
料
額

決
定
通
知
書
を
７
月
中

旬
に
送
付
し
ま
す

　

保
険
料
の
納
め
方
に
つ
い
て

は
、
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の

引
落
し
）
と
普
通
徴
収
（
納
付

書
で
の
納
付
ま
た
は
口
座
振

替
）
が
あ
り
ま
す
。
納
め
方
や

保
険
料
額
、
納
期
な
ど
は
通
知

書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証

◆
現
在
認
定
証
を
お
持
ち
の
人

　

現
在
発
行
し
て
い
る
認
定
証

の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。

　
令
和
３
年
度
も
住
民
税
非
課
税

世
帯
に
属
す
る
人
、
ま
た
は
住
民

税
課
税
所
得
が
145
万
円
以
上
690
万

円
未
満
の
現
役
並
み
所
得
区
分
の

世
帯
に
属
す
る
人
に
は
、
７
月
中

に
新
し
い
認
定
証
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
更
新
の
手
続
は
不
要
で
す
。

※�

昨
年
度
と
保
険
証
の
一
部
負

担
金
の
割
合
（
１
割
・
３
割
）

が
変
更
と
な
っ
た
世
帯
は
、

認
定
証
が
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

※�

令
和
３
年
度
住
民
税
未
申
告

の
人
が
い
る
世
帯
は
、
認
定

証
が
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

※�

『
区
分
Ⅱ
』
に
該
当
す
る

人
で
、
認
定
証
の
発
行
日

か
ら
91
日
以
上
の
入
院
が

あ
る
人
は
、
長
期
入
院
該

当
の
申
請
が
で
き
ま
す
。

◆
現
在
認
定
証
を
お
持
ち
で
な
い
人

　

令
和
３
年
度
住
民
税
非
課
税

世
帯
に
属
す
る
人
、
ま
た
は
住

民
税
課
税
所
得
が
145
万
円
以
上

690
万
円
未
満
の
現
役
並
み
所
得

区
分
の
世
帯
に
属
す
る
人
は
新

規
に
申
請
が
で
き
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の
…
①
保
険

証
、
②
写
真
付
き
の
本
人
確
認
書

類
（
有
効
期
限
内
の
も
の
）、
③
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
で
き
る
も
の

（保険証イメージ）

印

▼ 後期高齢者医療被保険者証　有効期限 令和４年７月３１日
被保険者番号　 ○○○○○○○○
住　　　所　大分県○○○○○○○○○○○○

氏　　　　　　名　　○　○　　○　○
生　 年 　月　 日  　昭和○○年○○月○○日　性別　○
資 格 取 得 年 月 日　　平成○○年○○月○○日
発 　効 　期　 日　　平成○○年○○月○○日
交　付　年　月　日　　令和○○年○○月○○日
一部負担金の割合　　　○　割
保　険　者　番　号　　○○○○○○○○
保　 険 　者　 名　　大分県後期高齢者医療広域連合

注意事項
１　 保険医療機関等について診療を受けようとするときは、必ずこの保険証を

その窓口で渡してください。
２　 被保険者の資格がなくなったときは、直ちにこの保険証を市町村に提出し

てください。また、転出の届出をする際には、この保険証を添えてください。
３　 この保険証の記載事項に変更があったときは、１４日以内に、この保険証

を添えて、保険者（後期高齢者医療広域連合）あての届書を、市町村に提
出してください。

４　 有効期限を経過したときは、この保険証を使用することはできません。ま
た、有効期限内でも負担割合等記載内容に変更があった場合、新しい保険
証が交付されますので、それまでお持ちの保険証はすみやかに返還してく
ださい。

５　 不正にこの保険証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を
受けます。

　特別の事情がないのに保険料を滞納した場合、この保険証を返還していただ
　くことがあります。

今
回
送
付
す
る
保
険
証
の
色
は

「
緑
色
」
で
す
。

印

国
民
健
康
保
険
・

後
期
高
齢
者
医
療
制

度
夜
間
窓
口

　
「
日
中
仕
事
な
ど
で
納
付
に

行
け
な
い
」「
社
会
保
険
に
加

入
し
た
け
ど
日
中
仕
事
で
脱
退

の
手
続
に
行
け
な
い
」
な
ど
で

お
困
り
の
人
の
た
め
に
夜
間
窓

口
を
開
設
し
ま
す
。
保
険
税
・

保
険
料
の
納
付
や
納
付
相
談
、

加
入
や
脱
退
の
手
続
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
電
話
で
の
納
付
相

談
な
ど
も
受
け
付
け
ま
す
。

日
時　

７
月
９
日
㈮
、
20
日
㈫

　
　
　

17
時
30
分
～
20
時

問　

保
険
年
金
課　
☎
（21）
１
１
４
８

申
問  

市
役
所
Ｇ
Ｆ（
グ
ラ
ン
ド
フ
ロ
ア
）

　　　　　
保
険
年
金
課　

 

☎
（21）
１
１
４
８

財
政
状
況
の
公
表

別
杵
速
見
広
域
圏

事
務
組
合

　　

令
和
２
年
度
下
半
期
の
財
政

状
況
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表

し
て
い
ま
す
。

HP�https://w
w
w.bekkihaya

�����m
i-oita.jp/

問　

別
杵
速
見
地
域
広
域
市
町
村

　
　

圏
事
務
組
合�

☎
(21)
１
１
２
６

共
生
社
会
実
現
に
向

け
た
バ
リ
ア
フ
リ
ー

課
題
箇
所
調
査

　　

本
年
度
事
業
に
お
い
て
、
市

内
の
歩
道
な
ど
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー
課
題
箇
所
調
査
を
行
い
ま

す
。
誰
も
が
安
心
し
て
安
全
に

暮
ら
せ
る
共
生
社
会
実
現
の
た

め
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
広
く

意
見
を
募
集
し
ま
す
。

期
間　

７
月
１
日
㈭
～

　
　
　

８
月
31
日
㈫

投
稿
方
法
（
①
ま
た
は
②
）

※
①
・
②
と
も
ユ
ー
ザ
ー
登
録
必
要

①
パ
ソ
コ
ン
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
、
別
府
市
公
式LIN

E

の

メ
ニ
ュ
ー
か
ら
「F フ
ィ
ッ
ク
ス

ix�M

マ
イ

y�
S

ス
ト
リ
ー
ト

treet�J

ジ
ャ
パ
ン

apan

」の
ウ
ェ
ブ

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
。

②
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
「Fix�

M
y�Street�Japan

」
の
ア

プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て

利
用
す
る
。

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
「
生
活
」　

　

↓
「
福
祉
」

　

↓
「
障
が
い

　

者
（
児
）
福

　

祉
」
を
ご
覧

　

く
だ
さ
い
。

問　

障
害
福
祉
課

　
　

☎
（21）
１
４
１
３

別府四季のカレンダーの
発行を見合わせます　

令和４年版の別府四季のカレンダーは、新型
コロナウイルス感染症対策のため発行を見合わ
せます。例年７月から行っている写真の募集は
実施しません。
問 　秘書広報課　☎２１－１１２３

こちらを参照
してください▶
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交付対象条件　次の全てに該当すること
　・別府市に住所を有し、18 歳未満の子どもを含む三世代以上で構成
　　される世帯であること
　　（出産・転居等により申請日以降に三世代同居となる世帯を含む）
　・市税を完納している世帯であること
　・過去に国及び地方公共団体から住宅の改修に伴う補助金の交付を
　　受けていないこと

三世代同居世帯リフォーム支援事業
三世代同居世帯の改修工事費用を補助します

施工者要件
　次のいずれかに該当すること
　・別府市内に主たる事業所
　　（本店）を有する法人
　・別府市の住民基本台帳に
　　記録されている個人

申・ 問　子育て支援課
　　　　☎２１－１４２７

す
。
な
お
、
サ
イ
レ
ン
は
隣
接
す

る
別
府
市
消
防
団
第
11
分
団
格
納

庫
敷
地
内
に
移
設
す
る
予
定
で
す
。

問　

消
防
本
部
庶
務
課

　
　

☎
（25）
１
１
２
２

農
地
農
業
相
談

日
時　

７
月
15
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所　

市
役
所
４
階

　
　
　

農
業
委
員
会
室

内
容　

農
地
、
農
業
に
関
す
る

　
　

相
談
な
ど

相
談
員　

農
業
委
員
、
農
地
利

　
　
　
　

用
最
適
化
推
進
委
員

※
予
約
は
７
月
７
日
㈬
ま
で
に

電
話
で
左
記
へ
申
込
み

申

問　

農
業
委
員
会
事
務
局

　
　
　

☎
（21）
１
１
７
８

祝
日
の
ご
み
収
集

　

７
月
22
日
㈭
㈷
、
23
日
㈮
㈷

は
、
当
該
対
象
地
区
の
ご
み
の

収
集
を
行
い
ま
す
。
８
時
30
分

ま
で
に
決
め
ら
れ
た
場
所
に
お

出
し
く
だ
さ
い
。
収
集
日
は
ご

み
カ
レ
ン
ダ
ー
に
も
掲
載
し
て

い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
の
う
え

お
出
し
く
だ
さ
い
。

問　

生
活
環
境
課
清
掃
事
務
所

　
　

☎
（66）
５
３
５
３

お
お
い
た
夏
の　

事
故
ゼ
ロ
運
動

お
こ
さ
ず
あ
わ
ず
事
故
ゼ
ロ

　

夏
は
観
光
に
よ
る
交
通
量
の

増
加
や
暑
さ
か
ら
く
る
疲
労
な

ど
に
よ
り
、
追
突
な
ど
の
交
通

事
故
の
増
加
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

　

ド
ラ
イ
バ
ー
、
自
転
車
利
用

者
、
歩
行
者
が
お
互
い
に
思

い
や
り
、「
交
通
事
故
の
な
い
、

安
全
で
、
安
心
な
ま
ち
別
府
」

を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

期
間　

７
月
12
日
㈪
～
21
日
㈬

問　

生
活
環
境
課　
☎
（21）
１
１
３
４

普
通
救
命
講
習（
中
止
）

　
毎
月
第
２
日
曜
日
に
開
催
予
定

の
普
通
救
命
講
習
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た

め
、
当
分
の
間
中
止
し
ま
す
。
資
格

取
得
な
ど
の
た
め
修
了
証
が
必
要

な
場
合
は
別
途
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問　

消
防
本
部
警
防
課

��������

☎
（25）
１
１
２
４

朝
日
地
区
の
消
防
サ

イ
レ
ン
移
設

　

Ｊ
Ａ
べ
っ
ぷ
日
出
朝
日
出
張
所

の
解
体
に
伴
い
、
屋
上
に
設
置
し
て

い
る
消
防
サ
イ
レ
ン
を
撤
去
し
ま

市
営
青
山
プ
ー
ル

25
メ
ー
ト
ル
プ
ー
ル
一
般
開
放

使
用
料
金
（
一
人
２
時
間
）

・
一
般　

280
円

・
高
校
生　

210
円

・
小
中
学
生　

140
円

日
程　

７
月
21
日
㈬
～

　
　
　

８
月
31
日
㈫

※
７
月
25
日
㈰
・
27
日
㈫
・
28

日
㈬
、
８
月
１
日
㈰
・
22
日

㈰
は
、
大
会
開
催
の
た
め
使

用
で
き
ま
せ
ん
。

時
間　

９
時
～
19
時

　
　
（
19
時
に
閉
館
し
ま
す
。）

◆
使
用
上
の
注
意
事
項

①
水
着
・
ス
イ
ミ
ン
グ
キ
ャ
ッ

プ
を
着
用
し
て
く
だ
さ
い
。

②
幼
児
は
無
料
で
す
が
、
保

護
者
が
一
緒
に
泳
い
で
く
だ

さ
い
。
子
ど
も
の
遊
泳
中
は
、

同
伴
の
保
護
者
は
子
ど
も
か

ら
目
を
離
さ
な
い
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。

③
50
メ
ー
ト
ル
プ
ー
ル
・
飛
込

み
プ
ー
ル
の
一
般
開
放
は
あ

り
ま
せ
ん
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
防
止
の
た
め
、

中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問　

市
営
青
山
プ
ー
ル

　
　

☎
（21）
８
６
５
７

　
　
別
府
市
綜
合
振
興
セ
ン
タ
ー

　
　

☎
（26）
０
５
３
５

住宅要件　別府市内にある既存住宅で行う工事（既存住宅を購入する場合も含む）
対象工事　�①玄関、②トイレ、③浴室、④キッチン (左記に掲げる４つの部位のうち、１部位以上を増設する工事）
補助金額　補助対象工事費の 50％（上限 75 万円）　　申請期間　７月１日（木）～ 12 月 10 日（金）
※１　申請受付は先着順です。なお、募集は予算の範囲内で行うため、
　　　上限に達し次第募集を締め切らせていただきます。
※２　昭和 56 年５月以前に建てられた耐震性の無い木造住宅で申請を行う場合は、
　　　リフォーム工事と併せて耐震改修工事を行うことが条件となります。
※３　同時に行う世帯を区切るための間仕切り壁やドアの設置工事、省エネ改修工事
　　　（窓・外壁・屋根などの断熱化に係るもの）なども補助の対象となります。

【注意事項】　既に着工している工事は対象外です。
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表１　定期報告が必要な建築物
　　  　  （Ａの用途でＢのいずれかに該当するもの）

Ｂ：規模など

①３階以上の階にあるもの（100 ㎡超）
②２階の対象用途の床面積の合計が 300 ㎡以上
③地階にあるもの（100 ㎡超）

Ａ：建築物の用途

旅館またはホテル

表２　対象となる防火設備及び小荷物昇降機
対　　象

�フロアタイプのものに限る

�①定期報告対象となる建築物に設けられる防火設備
�②以下にあげる用途のうち床面積が 200 ㎡以上の建築物
�　に設けられる防火設備
�　・病院・診療所（患者の収容施設があるものに限る）
�　・共同住宅（サービス付き高齢者向け住宅に限る）
�　・寄宿舎（サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者
�　　グループホーム、障がい者グループホームに限る）
�　・就寝用途の児童福祉施設など

種　別

小荷物
昇降機

防火設備

ご
存
じ
で
す
か

建
築
物
の
定
期
報
告

　

今
年
度
は
旅
館
ま
た
は
ホ
テ

ル
な
ど
が
対
象
で
す

　

あ
な
た
が
所
有
ま
た
は
管
理

し
て
い
る
建
築
物
は
、
廊
下
や

階
段
が
物
置
代
わ
り
に
な
っ
て

い
た
り
、
防
火
戸
が
作
動
し
な

か
っ
た
り
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

　

こ
れ
ら
を
放
置
し
た
ま
ま
だ

と
、
災
害
時
に
人
命
に
危
険
を

及
ぼ
す
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ

ん
。
危
険
を
予
防
す
る
た
め
、

建
築
物
の
所
有
者
ま
た
は
管
理

者
は
、
定
期
的
に
専
門
技
術
者

へ
調
査
や
検
査
を
依
頼
し
、
そ

の
結
果
を
報
告
す
る
こ
と
が
建

築
基
準
法
で
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

今
年
度
は
表
１
の
建
築
物
が

定
期
報
告
の
対
象
に
な
っ
て
い

ま
す
の
で
、
建
築
物
を
所
有
ま

た
は
管
理
す
る
人
は
建
築
士

（
設
計
事
務
所
な
ど
）
に
相
談

し
、
必
ず
報
告
し
て
く
だ
さ
い
。

報
告
期
間　

７
月
１
日
㈭
～　

　
　
　
　
　

12
月
20
日
㈪

　

ま
た
、
表
２
の
防
火
設
備
及

び
小
荷
物
昇
降
機
が
従
前
の
建

築
設
備
等
に
加
え
定
期
報
告
の

対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

報
告
期
限　

12
月
20
日
㈪
ま
で

※
小
荷
物
昇
降
機
等
の
報
告
は

大
分
県
昇
降
機
セ
ン
タ
ー
ま
で
。

報
告
・
問　

都
市
計
画
課

　
　
　
　
　

☎
（21）
１
４
８
７

第
８
期
介
護
保
険
事

業
計
画
に
お
け
る
事

業
者
公
募

　

別
府
市
で
は
「
第
８
期
介
護

保
険
事
業
計
画
（
令
和
３
年
度

か
ら
令
和
５
年
度
）
」
に
定
め

る
施
設
サ
ー
ビ
ス

な
ど
の
整
備
目
標

に
基
づ
き
、
事
業

者
の
公
募
を
実
施

し
ま
す
。

公
募
事
業

　

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

（
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

　

介
護
を
含
む
）

公
募
期
間　

　

７
月
５
日
㈪
～
８
月
12
日
㈭

※
公
募
要
領
・
申
請
書
様
式
な

ど
、
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　

介
護
保
険
課

　
　

☎
（21）
１
４
６
３

交付対象条件　次の全てに該当すること
　・別府市に住所を有し、かつ居住している 65 歳以上の高齢者がいる
　　世帯であること
　・市税を完納している世帯であること
　・世帯員全員の前年の所得総額が 350 万円未満であること
　　（世帯員に 18 歳～ 64 歳の人がいる場合の収入においては公的年金等を除く）
　・過去に国及び地方公共団体から住宅の改修に伴う補助金の交付を
　　受けていないこと

高齢者世帯リフォーム支援事業
高齢者世帯の改修工事費用を補助します

（主にバリアフリー改修工事に関わること）

住宅要件　高齢者世帯が居住している住宅（※住宅所有者の同意が必要）
対象工事　�高齢者用の居室（寝室等）の増築及び内装改修工事、バリアフリー改修工事など
　　　　　（30 万円未満の工事は対象外）
補助金額　補助対象工事費の 20％（上限 30 万円）　申請期間　７月 15 日（木）～８月 31 日（火）
　※申請受付は先着順です。募集は予算の範囲内で行うため、上限に達し次第募集を締め切る場合があり
　　ます。詳細はお問い合わせください。

【注意事項】　既に着工している工事は対象外です。

申・ 問　高齢者福祉課
　　　　☎２１－１４４２

施工者要件
　次のいずれかに該当すること
　・別府市内に主たる事業所
　　（本店）を有する法人
　・別府市の住民基本台帳に
　　記録されている個人
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申請書に記載のうえ、
実施希望日の１か月前
までに郵送、メールま
たは窓口でお申込みく
ださい。

【窓口または郵送】
　情報政策課デジタルファースト推進係
　〒８７４－８５１１　上野口町１番15号
【メール】
　mynumber@city.beppu.lg.jp

第
３
回
鉄
輪
空
き
家
・

空
き
店
舗
再
生
セ
ミ
ナ
ー

　　

鉄
輪
温
泉
エ
リ
ア
で
は
、
廃

業
し
た
宿
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

（
改
築
）
し
て
新
た
に
商
い
を

始
め
る
店
舗
が
増
え
て
き
ま
し

た
。

　

空
き
家
や
空
き
店
舗
を
お
持

ち
の
人
向
け
に
、
空
き
家
の
利

活
用
に
つ
い
て
学
べ
る
セ
ミ

ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。
ま
た
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
空
き
家
サ
ポ
ー
ト
に
よ

る
個
別
相
談
会
も
実
施
し
ま
す
。

相
続
や
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
つ

い
て
な
ど
、
疑
問
点
を
直
接
相

談
で
き
ま
す
。
こ
の
機
会
に
ぜ

ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時　

７
月
28
日
㈬

　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

※
２
部
制
（
１
部
セ
ミ
ナ
ー
、

　

２
部
個
別
相
談
会
）

テ
ー
マ　

空
き
家
の
利
活
用
方

　

法
に
つ
い
て
～
財
産
の
管

　

理
、
運
用
編
～

講
師　
長
嶋
不
動
産
鑑
定
事
務
所

代
表
取
締
役　

土
師
一
弘
さ
ん

会
場　

大
分
み
ら
い
信
用
金
庫

　

鉄
輪
支
店
３
階（
御
幸
２
組
）

※
大
分
み
ら
い
信
用
金
庫
の

駐
車
場
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

向
か
い
に
あ
る
地
獄
蒸
し
工

房
鉄
輪
の
駐
車
場
を
利
用
く

だ
さ
い
。

※
７
月
16
日
㈮
ま
で
に

　

こ
ち
ら
の
申
込

　

フ
ォ
ー
ム
に

　

ご
入
力
い
た

　

だ
く
か
、
電

　

話
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

申

問　

別
府
市
ビ
ー
ビ
ズ
リ
ン
ク

　
　
　

☎
（76）
５
２
０
５

事
業
承
継
相
談
会

（
要
予
約
）

　

事
業
承
継
に
関
す
る
様
々
な

問
題
解
決
を
支
援
す
る
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。

対
象　

別
府
市
内
で
事
業
を
営

　
　
　

む
個
人
・
法
人

日
時　

７
月
14
日
㈬

　
　
　

�

10
時
～
16
時

場
所　
別
府
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン

タ
ー
あ
す
・
べ
っ
ぷ
（
野
口
原
）

相
談
員　
大
分
県
事
業
承
継
・

引
継
ぎ
支
援
セ
ン
タ
ー　

中
小

企
業
診
断
士　

岩
崎
美
紀
さ
ん

持
ち
物　

事
業
の
概
要
が
わ
か

る
も
の
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、

決
算
書
・
申
告
書
な
ど
）

申
込
期
限　

７
月
９
日
㈮

※
先
着
順
、
５
組
に
達
し
次
第

受
付
終
了
（
１
組
50
分
）

申

問　

産
業
政
策
課

　
　
　

☎
（21）
１
１
３
２

◀ 申込み
    フォーム

詳
し
く
は

こ
ち
ら
◀

マイナンバーカード・マイナポイントの申請サポートを出前します！

　市職員が出向き、マイナンバーカード及びマイナ
ポイントの申請をサポートします。
　マイナポイントは令和３年４月末までにマイナン
バーカードを申請した人が対象で、マイナポイント
の申請期限は９月末です。
※７月は申請サポート窓口の巡回は実施しません。

実施期限　８月31日（火）まで（予定）
　　　　　原則９時～16時（土日、祝日を除く）
対象団体　別府市内の地域団体など
対象者　【マイナンバーカードの申請】
　　　　　別府市に住民登録がある人で、申請者本人
　　　　    が会場に来ることができること
　　　　    ※15歳未満の人は保護者同伴
　　　　【マイナポイントの申請】
　　　　　マイナンバーカードと、マイナポイントを
　　　　　申請可能な電子マネーやクレジットカード
　　　　　などをお持ちの人
利用人数　おおむね10人以上から

➀募集 … 自治会などで希望者を募集
➁申込み … 実施希望日の１か月前までに申込
　　　　　  書提出、日程・会場などの調整
➂実施 … 指定場所に職員訪問、申請サポート

問 　ＱＲコード付き交付申請書に関すること　マイナンバー総合フリーダイヤル　
　　☎０１２０－９５－０１７８（平日９時30分～20時　土日祝９時30分～17時30分）
　　出前申請サポートに関すること　情報政策課　☎２１－１１２４（平日８時30分～17時）

申込方法

流れ

申込先
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※
受
付
場
所
が
グ
ラ
ン
ド
フ
ロ

ア
か
ら
、
市
役
所
３
階（
公
園

緑
地
課
横
）へ
変
わ
り
ま
し
た
。

◆
浜
脇
高
層
店
舗
・
浜
脇
再
開

　

発
店
舗
入
居
者
募
集

申
込
受
付　

随
時
先
着
順

※
先
着
順
の
た
め
、
申
込
時
点
で

決
定
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
敷
金
は
月
額
家
賃
の
６
か
月

　

分
で
す
。
詳
細
は
左
記
へ�

。

申

問　
別
府
市
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

　
　
　

☎
(21)
２
２
０
０

員
で
な
い
こ
と

⑤�

世
帯
員
の
所
得
を
合
算
し

て
控
除
後
の
月
額
所
得
が

15
万
８
千
円
以
下

※�

条
件
に
よ
り
所
得
の
上
限
が
緩

和
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

単
身
で
申
し
込
む
場
合

上
記
①
③
④
⑤
の
申
込
資
格
に

加
え
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

⑥�
入
居
日
時
点
で
満
60
歳
以
上

で
あ
る
こ
と

⑦
身
体
障
が
い
者
（
身
体
障
害

　

者
手
帳
１
級
～
４
級
）

⑧
精
神
障
が
い
者

　
（
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
１
級
～
３
級
程
度
）

⑨
知
的
障
が
い
者（
⑧
と
同
程
度
）

⑩
生
活
保
護
受
給
者

住宅名 募集
戸数 棟 階数 入居基準

朝見再開発 １ B １ 単身者

光の園

１ H １ 単身者（※身障者用）

１ B ４

単身者

・家族

１ D ３

１ F ５

１ I ３

鶴見
１

H
４

１ ５

竹の内
１ D ３

家族

１ F ２

宮園

１
A

１

１ ４

１ B ４

向原
２

A
３

１ ４

石垣原

１
A

２

１ ３

１ B 簡二

北中
１ A ４
１ B ２

古賀口
１

C
１

１ ３

扇山
１ C ３

１ D １

石田
１ A ４

１ B ４

荘園 １ D ２

朝見再開発 １ A ３

西別府 １ C ５

真光寺（特公賃） １ ー ６

松原（特公賃） １ ー ５ 若年夫婦・若年単身者

◆申し込みには「マイナンバー」が必要です

　市営住宅の申し込みには、来た人の本人

確認と、申込者（入居者全員分）のマイ

ナンバーの提示が必要です。「通知カード」

か「マイナンバーカード」と本人確認書類

を忘れずにお持ちください。

※
身
障
者
用
住
宅
は
、
身
体
障
害

者
手
帳
１
級
ま
た
は
２
級
保
持
者

で
、車
い
す
利
用
者
で
あ
る
こ
と
。

◆
特
定
公
共
賃
貸
住
宅（
１
戸
）

申
込
資
格　
一
般
公
営
住
宅
の
申

込
資
格
①
②
③
④
に
加
え
、
次
の

条
件
を
全
て
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

Ⓐ
世
帯
員
の
所
得
を
合
算
し
て
控

　

除
後
の
月
額
所
得
が
15
万
８
千

　

円
を
超
え
48
万
７
千
円
以
下

◆
若
年
夫
婦
・
若
年
単
身
者
用

　

住
宅
（
１
戸
）

申
込
資
格　
一
般
公
営
住
宅
の
申

込
資
格
①
③
④
に
加
え
、
次
の
条

件
を
全
て
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

Ⓐ
控
除
後
の
月
額
所
得
が
15
万
８
千

円
を
超
え
25
万
９
千
円
以
下

Ⓑ
若
年
夫
婦
・
若
年
単
身
者
向

◆
一
般
公
営
住
宅
（
30
戸
）

申
込
資
格　

次
の
条
件
を
全
て�

　

満
た
し
て
い
る
こ
と
。

①�

住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
（
公

営
住
宅
の
契
約
者
、
持
ち
家

が
あ
る
人
は
申
込
不
可
）

②
同
居
す
る
親
族
が
い
る

　
（
単
身
者
用
住
宅
を
除
く
）

③
市
税
を
完
納
し
て
い
る

④�

入
居
申
込
者
全
員
が
暴
力
団

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

申

問　

別
府
市
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

　
　
　

☎
（21）
２
２
０
０

申
込
期
間　

　

７
月
５
日
㈪
～
16
日
㈮

抽
選
日　

７
月
24
日
㈯

け
住
宅
は
令
和
３
年
９
月
１

日
現
在
の
年
齢
が
35
歳
以
下

の
者
か
ら
な
る
夫
婦
で
他
に

同
居
人
が
い
な
い
こ
と
、
ま

た
は
35
歳
以
下
の
単
身
者

■
申
込
方
法

　

必
要
書
類
を
添
え
、
期
限
内

����

に
申
込
み
を
。

※�

入
居
者
の
状
況
に
よ
り
書
類
が
異

な
り
ま
す
。
詳
細
は
お
問
合
せ
を
。

■
申
込
上
の
注
意
事
項

①��

婚
姻
中
の
夫
婦
の
一
方
の
み

（
夫
婦
別
居
中
、単
身
赴
任
等
）

で
の
申
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

�

た
だ
し
、
婚
約
済
み
で
当
選

後
、
指
定
の
入
居
日
か
ら
３

か
月
以
内
に
入
籍
予
定
の
場

合
は
申
込
み
が
で
き
ま
す
。

②�

当
選
後
、
入
居
資
格
の
再
審

査
を
行
い
ま
す
。
こ
の
時
申

込
資
格
に
合
致
し
な
い
場
合

は
入
居
で
き
ま
せ
ん
。

③�

市
営
住
宅
の
入
居
は
当
選
し
た

月
の
翌
々
月
１
日
か
ら
で
す
。

当
選
前
の
内
見
は
で
き
ま
せ
ん
。

④�

市
営
住
宅
及
び
そ
の
敷
地
内

で
の
ペ
ッ
ト
の
飼
育
・
持
ち

込
み
は
禁
止
で
す
。

空
家
情
報
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス

☎
(27)
０
８
３
９（
24
時
間
案
内
）

大
分
県
住
宅
供
給
公
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

　
（w

w
w
.oita-jkk.jp)

　
「
大
分
県
住
宅
供
給
公
社
」→

　
「
別
府
市
営
住
宅
」

各
出
張
所
窓
口　

間
取
り
の
み

物件 浜脇
高層店舗

浜脇
再開発店舗

場所 浜脇１丁目
８番５号

浜脇２丁目
８番 20 号

店舗
面積  51.26 ㎡  44.93 ㎡

月額
家賃  58,640 円  53,870 円
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性的少数者と人権　

～「多様な性の在り方」について理解を深めよう～
　生まれたときの「身体の性」（戸籍上の性別）により、一般的に性を「男
性」「女性」の二つに分け、「心の性」（自分がどの性別であるかの認識）
も「身体の性」と同じと考えられてきましたが、「身体の性」と「心の
性」は必ずしも同じとは限りません。
　身体と心の性が異なっている人や、異性以外にも恋愛感情を持つ人
などを「性的少数者」（セクシュアルマイノリティ）などといい、以下
のアルファベットを取った「ＬＧＢＴ」という言い方も知られるよう
になりました。
Ｌ（レズビアン）：同性を好きになる女性
Ｇ（ゲイ）：同性を好きになる男性
Ｂ（バイセクシュアル）：異性を好きになることもあれば同性を好きに
　　　　　　　　　　　  なることもある人
Ｔ（トランスジェンダー）：身体と心の性が異なっている人
　しかし、性的少数者には、この「ＬＧＢＴ」の人たちだけでなく、
自分の性の在り方について迷っている人、決めていない人、性別を「男」

「女」と二分することになじまない人など、多様な性の在り方の人たち
がいます。このため、「ＬＧＢＴ」に他の文字を加えた言い方や、性的
少数者に限らない、全ての人の性の在り方を反映した別の言い方もさ
れるようになっています。
　性的少数者の存在は徐々に知られてきましたが、社会において、各
当事者の在り方が正しく認知されておらず、むしろ誤った認識による
偏見や差別により、職場や学校で生きづらさを感じている人もいます。
性の在り方は人の数だけあり、一人一人違っていて当たり前なのです。
性的少数者と、その性の在り方の多様さを理解し、誰もが「ありのま
まの自分で生きられる社会」をつくっていきましょう。

７月の無料人権相談　お気軽にご相談ください（予約優先）
日時　14 日（水）10 時～ 12 時、13 時～ 15 時　
場所　市役所４階　４Ｆ－１会議室
申 問 　共生社会実現・部落差別解消推進課　☎２１－１２９１

身
近
な
人
権
講
座

日
時　

７
月
29
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所　
中
央
公
民
館
（
上
田
の
湯
町
）

テ
ー
マ　

子
ど
も
の
人
権

　
　
　
　

～
育
ち
を
見
守
る
～

講
師　

児
童
養
護
施
設
光
の
園

　
　
　

施
設
長　

松
永
忠
さ
ん

問　
社
会
教
育
課　

☎
（21）
１
５
８
７

　
　

共
生
社
会
実
現
・

　
　

部
落
差
別
解
消
推
進
課

　
　

☎
（21）
１
２
９
１

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

の
各
種
講
座

場
所　

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　
　
　
（
石
垣
東
10
丁
目
）

◆
セ
ン
タ
ー
チ
ャ
レ
ン
ジ
教
室

　
（
前
期
分
）

日
時　
７
月
13
日
㈫　

10
時
～
12
時

定
員　

10
人
（
先
着
順
）

◆
人
権
ミ
ニ
講
座

日
時　

７
月
15
日
㈭

　
　
　

10
時
～
11
時
30
分

テ
ー
マ　

医
療
を
め
ぐ
る
問
題

　

食
べ
る
喜
び
と
生
き
抜
く
力

講
師　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
摂
食
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

理
事
長　

中
島
知
夏
子
さ
ん

◆
市
民
人
権
講
座

日
時　
７
月
28
日
㈬　

10
時
～
12
時

わたしたちのねがい

テ
ー
マ
　
相
談
か
ら
見
え
て
く

　
　
　
　

る
女
性
の
人
権

講
師　

別
府
市
男
女
共
同
参
画

　
　

セ
ン
タ
ー　
婦
人
相
談
員

　
　

熊
谷
悦
子
さ
ん

※
人
権
ミ
ニ
講
座
と
市
民
人
権
講

座
は
、
事
前
に
左
記
へ
申
込
み

申

問　

共
生
社
会
実
現
・

　
　
　

部
落
差
別
解
消
推
進
課

　
　
　

☎
（21）
１
２
９
１

　
　
　

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　
　
　

☎
（23）
６
１
６
３

人
権
相
談（
要
予
約
）

　

部
落
差
別
問
題
を
は
じ
め
と

し
た
人
権
問
題
に
関
す
る
各
種

相
談
を
電
話
や
面
接
で
お
受
け

し
ま
す
。

日
時　
月
～
金
曜
日　

９
時
～
16
時

　
　
　
（
受
付
15
時
30
分
ま
で
）

※
祝
日
、
年
末
年
始
は
除
く
。

場 

所
・
申

問　

人
権
啓
発
セ

ン
タ
ー
（
石
垣
東
10
丁
目
）

☎
（23）
６
１
６
３

子
ど
も
に
関
す
る

弁
護
士
専
門
相
談

　　

一
人
で
悩
み
を
抱
え
ず
に
、

ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

７
月
23
日
㈮
㈷

　
　
　

16
時
～
18
時

場
所　

光
の
園
子
ど
も
家
庭
支

　
　
　

援
セ
ン
タ
ー
内（
荘
園
）

内
容　

子
ど
も
や
子
育
て
環
境

に
関
す
る
悩
み
を
、
法
律
や

人
権
の
観
点
か
ら
弁
護
士
に

相
談
で
き
ま
す
。

※
無
料
。
１
人
30
分
程
度
。

※
電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申

問　

別
府
市
子
ど
も
家
庭
総

　

合
支
援
拠
点
（
光
の
園
）

　

☎
０
８
０（
３
３
７
１
）０
８
７
４

発
達
に
心
配
の
あ
る

お
子
さ
ん
の
就
学
相
談
会

　　

令
和
４
年
度
に
小
学
校
入
学

予
定
で
、
障
が
い
な
ど
に
よ
り

発
達
に
心
配
の
あ
る
お
子
さ
ん

の
就
学
相
談
会
を
行
い
ま
す
。

日
時　

９
月
29
日
㈬

　
　
　

９
時
30
分
～
14
時
30
分

※
１
人
30
分
程
度
の
予
定

※
秘
密
厳
守
で
個
別
に
行
い
ま
す
。

場
所　
市
役
所
５
階
大
会
議
室
ほ
か

内
容　

①
発
達
に
心
配
の
あ
る

　

幼
児
へ
の
接
し
方
②
就
学
や

　

保
育
・
教
育
に
関
す
る
こ
と

相
談
員　

医
師
、
学
識
経
験
者
、

特
別
支
援
学
校
及
び
小
・
中

学
校
関
係
者
な
ど

申
込
方
法　

８
月
17
日
㈫
ま
で

　

に
「
就
学
相
談
票
」
を
提
出

申

問　

学
校
教
育
課

　
　
　

☎
（21）
１
５
７
４
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市役所・各出張所は７月 19 日（月）は平日のため開庁、
７月 22 日（木）、23 日（金）は祝日のため閉庁します。

申請期間　７月１日（木）～ 30 日（金）　
申請場所　�市役所１階子育て支援課
　　　　　（※出張所では受付できません。）

　
➀子どもの健康保険証　
➁同じ世帯の人全員のマイナンバーがわかるもの
　（マイナンバーカード、通知カードなど）　
➂窓口に来る人の本人確認書類

※１点の提示で可能なもの
　官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類
　（免許証、マイナンバーカード、在留カードなど
　有効期限内のもの）
※２点以上の提示が必要なもの
　顔写真が付いていない本人確認書類
　（健康保険証、国民年金手帳など）

湯
ん
な
か
元
気
塾

　

温
泉
を
活
用
し
た　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

湯
中
運
動
教
室

日
時　

７
月
７
日
㈬
、
14
日
㈬

　
　
　

21
日
㈬
、
28
日
㈬

　
　
　

14
時
～

　
　
　

(

受
付
13
時
30
分
～
）

※
詳
し
く
は
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

場
所　

北
浜
温
泉
テ
ル
マ
ス　

　
　
　
（
京
町
）

内
容　

湯
中
運
動
と
講
話

　
　
　
（
食
事
や
お
口
の
健
康
・

　
　

温
泉
の
豆
知
識
）
な
ど

参
加
要
件

※
左
記
①
～
④
の

全
て
に
該
当
す
る
人

①
別
府
市
に
住
ん
で
い
る

②
65
歳
以
上

③
更
衣
、
入
浴
動
作
で
介
助
を

　

要
し
な
い

④
会
場
ま
で
ご
自
身
で
通
え
る

※
通
院
・
治
療
中
の
人
は
、
か

か
り
つ
け
医
に
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

※
送
迎
は
あ
り
ま
せ
ん
。

費
用　

テ
ル
マ
ス
の
利
用
料

　
　
　

１
回
700
円

　
　
　
（
団
体
割
引
あ
り
）

※
左
記
へ
電
話
で
お
申
込
み
く

だ
さ
い
。

申

問　

健
康
推
進
課　

　
　
　

☎
（21）
２
１
８
８

社
会
を
明
る
く
す
る

運
動

　

犯
罪
や
非
行
の
な
い
明
る
い

社
会
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う

　

７
月
は
『
第
71
回
社
会
を
明

る
く
す
る
運
動
』
強
調
月
間
で

す
。

　

こ
の
運
動
は
、
全
て
の
国
民

が
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
罪
を

犯
し
た
人
た
ち
の
更
生
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
、
明
る
い
社
会

を
築
い
て
い
く
全
国
的
な
運
動

で
す
。
な
お
、
期
間
中
に
行
わ

　市町村民税非課税世帯の小・中学生の通院にか
かる医療費（保険診療分）を助成しています。令
和３年 10 月診療分からの助成を受けるためには申
請が必要です。

子ども医療費受給資格者証
（小・中学生の入院・通院用）の申請

申・ 問　子育て支援課　☎２１－１４２７

れ
る
地
区
社
協
の
催
し
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

防
止
の
た
め
中
止
し
ま
す
。

問　

高
齢
者
福
祉
課

　
　

☎
（21）
１
０
０
３

原
爆
展
パ
ネ
ル
を
貸

し
出
し
ま
す（
無
料
）

　

被
爆
者
の

苦
悩
と
た
た

か
い
が
浮
か

び
上
が
る
よ

う
、
写
真
と

証
言
を
組
み
合
わ
せ
て
制
作
さ

れ
た
「
証
言
パ
ネ
ル
」
で
す
。

地
域
や
学
校
で
の
平
和
学
習
な

ど
に
活
用
し

て
く
だ
さ
い
。

貸
出
期
間

　

７
月
１
日
㈭
～

　

９
月
30
日
㈭

パ
ネ
ル
の
サ
イ
ズ

　

Ｂ
２
版

　
（
縦
73�cm
×
横
52�cm
）

パ
ネ
ル
の
枚
数　

全
30
枚

問　

社
会
教
育
課

　
　

☎
（21）
１
５
８
７

債
務
者
相
談
会

（
要
申
込
）

　

弁
護
士
に
よ
る
30
分
程
度
の

相
談
で
す
。
借
金
問
題
で
お
困

り
の
人
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

７
月
８
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

場
所　

市
役
所
４
階

　
　
　

４
Ｆ
｜
２
会
議
室

申
込
方
法　

�

事
前
に
電
話
で
左

記
へ
申
込
み
。

定
員　

各
６
人（
先
着
順
）

申

問　

産
業
政
策
課

　
　
　

☎
（21）
１
８
８
１

消
費
生
活
相
談

　

消
費
生
活
に
関
す
る
ト
ラ
ブ

ル
や
契
約
・
解
約
な
ど
の
相
談

を
受
け
て
い
ま
す
。
一
人
で
悩

ま
ず
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

日
時　

毎
週
月
～
金
曜
日

　
　
　

９
時
～
16
時
30
分

　
　
　

※
祝
日
は
除
く
。

相
談
員

　

消
費
生
活
専
門
相
談
員

場 

所
・
問

　

別
府
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
（
市
役
所
４
階

　

産
業
政
策
課
内
）　

　

☎
（21）
１
８
８
１

▲ パネルのイメージ

申請に必要なもの
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健康教室や相談・健診、公開講座などで、特に記載がないものは参加無料です。

後期高齢者医療広域連合の�歯科口
こうくう

腔健診
　肺炎などの感染症や口腔機能の低下を予防する
ため、歯科口腔健診を実施します。
　対象者には６月末に受診券などを郵送します。
対象　大分県後期高齢者医療の被保険者で、
　今年度 76 歳または 81 歳の誕生日を迎える人
期間　７月１日（木）～ 12 月 28 日（火）
実施機関　指定歯科医療機関
費用　１回のみ無料
検査項目　問診、口腔内の状況など
※健診は予約が必要です。受診の際は
　保険証、受診券、問診票などをお持ち
　ください。詳しくは下記へお問い合わせを。
問　大分県後期高齢者医療広域連合
　　☎０９７ー５３４－１７７３

あなたの気持ちが、いのちの芽となります
献血にご協力ください（400ml）
問　市健康推進課　☎２１－２１８８

日 曜 場　所 時　間

11 日 ゆめタウン別府 ９：30 ～ 12：00
13：30 ～ 16：00

※都合により変更になることがあります。
※ 新型コロナウイルスのワクチンを接種した人は、
　接種後 48 時間は献血をご遠慮いただいています。

シニアのための
やさしいオンライン交流体験会

　外出しにくいこんな時こそ、スマホで家族や友
だちとつながる方法を学んでみませんか。
　スマホなどをお持ちでない人も
気軽に体験できます。
対象　65 歳以上の別府市民
定員　15 人程度（先着順）
日程・内容（全４回）
　７月５日（月） スマホや　　　　　　　　　　　

タブレットについて知ろう
　　   13 日（火）ZOOM や LINE を体験①
　　   21 日（水）ZOOM や LINE を体験②
　　   29 日（木） オンラインで ZOOM をつなぐ会

に参加しよう
時間　10：00 ～（受付９：30 ～）
場所　別府市保健センター
申込方法　電話で下記へ申込み。
申・問　介護予防で日本を元気にする会
　　　　☎０９０－５４１１－６０３７
　　　　☎０９２－９８０ー２６７０

　スマホなどをお持ちでない人も

　７月５日（月） スマホや　　　　　　　　　　　

小学４年生・中学２年生の
健康チェック（無料）

　生活習慣病をもつ子どもが増加しています。健診は
自分の身体を知り生活習慣を見直す良い機会です。ぜ
ひ受診しましょう。個別通知を６月末に郵送します。
対象　別府市に住民票がある小学４年生、中学２年生
期間　７月１日（木）～９月 30 日（木）
場所　市内指定医療機関
内容　身長・体重・血圧測定、
　　　血液検査（血液脂質・肝機能・腎機能）など
※ 中学２年生の希望者はピロリ菌の検査や除菌相談・

治療ができます。
※ 指定医療機関などの詳細は個別通知などでご確認

いただくか、下記へお問い合わせください。
※ ７月 27 日（火）（17 ページ参照）、８月 27 日（金）は

別府市保健センターで特定健診・がん健診も行い
ます。保護者の人も一緒に受診できます。

問　市健康推進課　☎２１－１１１７

７月の日曜・祝日の在宅当番医
　発熱など風邪症状がある場合は、事前に電話で相談し、
医療機関の指示に従って受診してください。
　都合により変更になることがあります。最新の情報は
市ホームページをご確認ください。
診療時間　９：00 ～ 17：00　（内）= 内科（小）= 小児科
問　市健康推進課　☎２１－２１８８
日 医療機関名 所在地 電話

４
別府市医師会地域保健センター

（15 歳 以 上 が 対 象 で す ）（内） 西 野 口 町 26-4000

河 野 小 児 科 医 院 （小） 石垣西７丁目 22-4429

11
飛田内科外科クリニック （内） 扇 山 27-2000

松 本 小 児 科 医 院（小） 北浜２丁目 23-5215

18
お お さ わ ク リ ニ ッ ク （内） 富 士 見 町 27-0030

衛 藤 小 児 科 医 院 （小） 荘 園 85-7881

22
宮 崎 ク リ ニ ッ ク （内） 亀 川 東 町 66-0022

古 城 小 児 科 医 院 （小） 上 人 仲 町 67-5566

23
畑 病 院 （内） 中 島 町 21-1371

矢 田 こ ど も ク リ ニ ッ ク （小） 石垣東４丁目 22-9557

25
久保おなか・おしりクリニック （内） 石垣東３丁目 23-2211

松 井 小 児 科 医 院 （小） 大 畑 24-1911

８
／
１

別府市医師会地域保健センター
（15 歳 以 上 が 対 象 で す ）（内） 西 野 口 町 26-4000

松 本 小 児 科 医 院（小） 北浜２丁目 23-5215

※ 19 日（月）は平日です。
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種類 胃
がん

肺
がん

大腸
がん

前立腺
がん

子宮頸
がん

乳がん
マンモ

骨そ
しょう症

肝炎ウイルス
Ｂ型＋Ｃ型

料金（円）2,700 700 1,000 900 1,100 1,200 600 1,200

【下記センターでも市のがん検診などを受診できます（要予約）】
　◎別府市医師会地域保健センター（西野口町）☎２３－２２７９
　◎大分県厚生連健康管理センター（緑丘町） ☎２３－７１１２
　◎大分総合健診センター（ＯＨＣ）（上人ケ浜町）
　　☎０１２０－９４７－７３４

健診の内容　※対象は別府市に住民票があり、今年度対象年齢になる人です。

種　類 料金（円） 対　象 内　容

肺がん 無料
40 歳以上 胸部エックス線撮影

※襟、ボタン、刺しゅう、金具などのない無地のシャツなどを着用

胃がん 1,500 40 歳以上
バリウムによるエックス線撮影
※前日 21 時以降は水以外の飲食・喫煙不可　※水、内服薬は検
査実施３時間前から不可　※ボタンやチャックのない衣服を着用

大腸がん 700
40 歳以上 ２日間の便潜血検査　※生理中の場合は受診不可

子宮頸
けい

がん 1,000 20 歳以上の女性 子宮口からとった粘膜の細胞診　※生理中の場合は受診不可
※バスタオル１枚をお持ちください。

乳がん 700 40 歳以上の女性
マンモグラフィ検査（乳房のエックス線撮影）
※ペースメーカー装置植込術や豊胸手術を受けている人は受診不可
※バスタオル１枚をお持ちください。

骨そ
しょう症

600 40・45・50・55・60・65歳の女性 かかとの超音波検査
※ストッキングなど脱ぎにくい衣服は避けてください。無料 70・75・80・85・90・95・100歳の女性

前立腺がん 900 50 歳以上の男性 血液検査（ＰＳＡ検査）

肝炎ウイルス 1,200 40 歳以上 血液検査（Ｂ型＋Ｃ型肝炎検査）

特定健診
無料 国保の特定健診受診券（水色）をお持

ちの人、後期高齢者
身体計測、生活習慣病の血液検査など
※定員 40 人　※前日 21 時以降は水以外の飲食不可
※�国保特定健診、後期高齢者健診を受診する人は健康保険証
と受診券をお持ちください。

※ 上記以外の医療保険加入者は一部自己負担金
を支払う場合あり。

【検診の流れ】①「大腸がん（容器配布）」の会場で容器を受け取る（容器代 300 円）
②自宅で２日間採便、検診票の記入 　③指定日に配布された会場で検診票と容器を提出（検診代 400 円）

レントゲン車で検診ができない障がいのある人は、別府市医師会地域保健センター（☎ 23-2279 要予約）
で受診できます。検診時間　9：00 ～ 16：00（土・日曜日・祝日は休み）

日 曜 場　所 時　間 　内　容

５ 月

馬場公民館   9：00 ～ 10：00

肺がん検診新別府公民館 13：00 ～ 13：30

美容室ユニオンヘアー駐車場
（朝日ケ丘団地近く） 14：00 ～ 14：30

６ 火
中須賀公民館（中須賀本町）   9：00 ～ 10：00

肺がん検診
上人南ちびっこ広場 10：30 ～ 11：30

７ 水

上野口町二区公民館   9：00 ～ 10：00

肺がん検診上田の湯町公民館 10：30 ～ 11：30

別府市春木川ふれあい交流センター
（旧中須賀東公民館） 13：30 ～ 14：30

13 火 乙原公民館 9：00 ～ 9：30 肺がん検診

27 火 【夕方】別府市保健センター
（湯のまちけんこうパーク） 17：00 ～ 18：30 肺がん、乳がん、前立腺がん、

肝炎ウイルス検診、特定健診

28 水 南部地区公民館（浜脇１丁目） 13：30 ～ 14：30 肺がん、大腸がん（容器配布）、子宮頸がん、
乳がん、骨そしょう症検診

７月の集団健診（要予約）　申 ･ 問　市健康推進課　☎２１－２１８８
 健診の予約は各健診日の３日前まで
※定員に達し次第終了
定員　27 日は 50 人（特定健診は除く）、
　　　28 日は 40 人
◆ 別府市が実施するがん検診などは、受診

方法を問わず年度内１回のみ受診できま
す。気になる症状がある人は直接専門医
を受診してください。

◆ 中止の情報は市ホームページをご覧いた
だくか、市健康推進課へお問い合わせを。

【�次の人は、自己負担金が免除されます】
①70歳以上の人（今年度中に70歳になる
人も含む）、②生活保護受給者、③住民
票の世帯員全ての人に市県民税がかかっ
ていない世帯の人、④満65歳～69歳で特
定の障がいなどによる後期高齢者医療被
保険者※各種証明書が必要です。詳しく
は市健康推進課へ。
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７月の乳幼児の健診と相談　場所・申・問　市健康推進課（別府市保健センター内）　☎２１－１１１７
種　類 内　容 受付時間　13：00 ～ 14：30

受診方法　郵送で案内が届いてから予約
※母子健康手帳をお持ちください。
※�案内に同封している「感染予防のため
のチェックリスト」をご確認ください。

１歳６か月児健康診査 問診・診察・歯科健診・計測など

２歳６か月児歯科健診・相談 問診・歯科健診・計測など

３歳５か月児健康診査 問診・診察・歯科健診・計測・尿検査・眼科健診など

個別運動相談会
　生活習慣改善のために個人に合った運動方法やノル
ディック・ウォークポールの使い方などを教えます。
日時　７月 19 日（月）、30 日（金）
　　　９：00 ～ 16：00 ※１人１時間程度
場所　別府市保健センター
持ち物など　動きやすい服装・靴、タオル、水分、マスク
申込方法　電話で下記へ申込み。
申・問　市健康推進課　☎２１－２１８８

生活習慣改善プログラム
たんぱく質・カルシウムアップ！
脚力アップ！のコツを教えます

食事編　８月４日（水）10：00 ～ 11：30
運動編　８月 30 日（月） ① 10：00 ～ 11：30　　　

② 13：30 ～ 15：00
※ 運動編は①か②のいずれか。先着各 10 人。食事編

と運動編の両方に参加できる人を優先します。
場所　別府市保健センター
講師　栄養士、健康運動指導士
持ち物など　動きやすい服装・靴、タオル、水分、マスク
申込方法　７月９日（金）から予約開始。
　　　　　電話で下記へ申込み。
申・問　市健康推進課　☎２１－２１８８

◇ 東部保健所　☎ 67-2511
◇ 夜間こども診療（別府市医師会内）　☎ 26-4000
◇ 別府口腔保健センター（休日の歯の急患）　☎ 21-5657
◇  別府市保健センター「湯のまちけんこうパーク」は、
　 市健康推進課、別府市医師会、別府市歯科医師会の
　 複合施設です。（西野口町 15 番 33 号）

別府市歯科医師会の健診（別府市民は無料）
◇ 無料歯周病検診（予約不要）
　 土曜日 13：00 ～ 16：30
　 日曜日    9：00 ～ 11：30、13：00 ～ 16：30
◇ 口腔がん検診（完全予約制）
　 月～金曜日 9：00 ～ 11：30、13：00 ～ 16：00
場所・申・問  　別府市歯科医師会　☎ 21-5657

２１－２１８８
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　　　　　　　　　　　　　　　　７月生まれ　　〈 〉内は誕生日です

《すくすく１さい応募要項》 ８月号締切７月７日 ( 水 ) 写真の裏に住所・氏名( ふりがな )・性別・生年月日・電話

番号を記入して、秘書広報課まで（郵送・Ｅメールで応募する場合は事前にご連絡を）期限厳守でお願いします。
※紙面の都合で、応募者全員を掲載できない場合もあります。このページはウェブ版市報にも掲載します。

【〒 874-8511 別府市秘書広報課　☎ 21-1111 内線 2233、2234　 sec-ma@ci ty .beppu . lg . j p】

江藤　瑠
る な
夏　ちゃん

（竹の内）〈20 日〉

七田　純
いと
　ちゃん

（大畑）〈29 日〉

衛藤　丈
じょうたろう
太郎　くん

（朝日ケ丘町）〈１日〉

若杉　三
み つ は
葉　ちゃん

（扇山）〈21 日〉
平松　希

のぞみ
　ちゃん

（南町）〈28 日〉
荒金　那

な つ
津　ちゃん

（田の湯町）〈27 日〉

伊東　杏
あ ん な
奈　ちゃん

（御幸）〈21 日〉
是永　千

ち ひ ろ
弘　ちゃん

（南立石二区）〈20 日〉
野原　颯

は や と
人　くん

（南荘園町）〈20 日〉

荒尾　大
た い し
志　くん

（扇山）〈28 日〉

☀☀親子教室
　親子で楽しみながら健康づくりをしませんか。
日時　７月 15 日（木）10：30 ～ 11：30
対象　０歳の子どもと保護者
定員　10 組（先着順）
内容　親子ふれあい体操、保護者のセルフケア
申・問　 トラストマインドクリエーション　荒金

☎０９０－１１６９ー７７４５

☀脂肪燃焼教室
　痩せたい、健康的になりたい、そんなきっかけ
にご活用ください。体組成計も利用できます。
日時　７月 29 日（木）19：00 ～ 20：00
対象　別府市民
定員　15 人（先着順）
内容　痩せやすい体づくり～食事編～
申・問　市健康推進課　☎２１ー２１８８

別府市多世代交流健康増進複合施設

おひさまパーク
で行う健康教室

場所　おひさまパーク（南町）
申込方法　電話で各問合先へ申込み。
　　　　　（定員になり次第締切）
持ち物など　動きやすい服装・靴、タオル、水分、マスク
※中止・延期になる場合があります。

☀ノルディック・ウォーク教室
　南・浜脇地区の街並みを散策しながら
健康づくりができます。
日時　７月 10 日（土）10：00 ～ 11：30
対象　別府市民　定員　20 人（先着順）
内容　ポールの使い方、ストレッチ、ウォーキングなど
※ポール無料貸出あり。
申・問　市健康推進課　☎２１ー２１８８

問題　市内各所へ本を運んで、半世紀経ちました。

　　　「移動○○○車」

　　　（ヒント：表紙、６ページ）

今 月 の ク イズ

応募方法

『①答え（○の中に当てはまる文字）②郵便番号、

住所、氏名、年齢、電話番号③今月号で印象に残っ

た記事④市報へのご意見、ご感想など』を記入の

うえ、はがきまたは電子メールでお送りください

（１人１通）。正解者の中から抽選で５人に粗品を

進呈します。なお、当選者の発表は発送をもって

かえさせていただきます。

宛先　〒 874-8511　別府市秘書広報課
　　　 sec-ma@city.beppu.lg.jp

締切　７月 21 日（水）必着

５月号の答えは「 豊予 」でした。

たくさんのご応募ありがとうございました。

♨別府市ホームページ（スマートフォン対応）
　https://www.city.beppu.oita. jp/
♨マチイロ
　スマートフォン用アプリで市報がご覧になれます。
♨ＬＩＮＥ別府市
　市政やイベント情報、災害情報を発信します。
♨ Face べっぷ（Facebook 別府市ページ）
　四季折々の行事や風景、様々なお知らせを発信しています。
♨ＣＴＢ別府市だより
　月～金曜日　10：50、12：50、18：50、22：50（毎週月曜日更新）
♨バンブーシアター
　 市役所１階正面玄関ロビーに設置している大画面のシアター

で、別府の観光や文化の動画などを放映しています。
♨別府市災害連絡掲示板（Facebook）
♨声の市報・点字市報　視覚に障がいのある人にお送りしてい

ます。秘書広報課（☎２１－１１２３）へお問い合わせください。

別府市からのお知らせ
市
Ｈ
Ｐ

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

お
友
達
登
録
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鍛錬した技術―５月 19 日、消防本部で消防救助技術
指導会に向けた技術披露を行いました。日夜訓練に

励む出場隊員たちがロープブリッジ渡過やはしご登はんな
どを披露し、士気の高揚や団結の一層の強化を図りました。

トップ選手たちが別府に―５月 26 日～６月８日に、
ラグビー男子 15 人制日本代表が市内のグラウンド

で合宿を行いました。真剣な眼差しと激しいぶつかり合い
に、日本トップレベルの選手たちの迫力が感じられました。

地域に密着した出張所へ―５月 17 日、朝日大平山地
区公民館内に新朝日出張所が移転開所しました。

地区の自治委員さんとともに除幕式が行われ、新たなス
タートを切りました。

教室と海外が繋がる―市内小学校でオンラインによる小学
生大学キャンパス体験学習が行われています。南小学校で

は、海外にいるＡＰＵ留学生を含む３人と交流し、外国の文化を
教わったり質問し合ったりして、多文化交流の意識を育みました。
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【広告】

時
間
　
９
時
30
分
～
12
時
30
分

場
所
　
別
府
豊
泉
荘（
青
山
町
）

申
込
方
法　

７
月
12
日
㈪
～
20
日
㈫

　
に
別
府
市
危
険
物
安
全
協
会（
消

　
防
本
部
予
防
課
内
）へ
申
込
み
。

※
土
・
日
曜
日
を
除
く
。

手
数
料　

大
分
県
収
入
証
紙
４
千
700
円

問

　
大
分
県
危
険
物
安
全
協
会

　
　
☎
０
９
７（
５
７
８
）７
９
８
０

◆
原
木
し
い
た
け
栽
培
研
修
生

開
講
予
定
日
　
８
月
22
日
㈰

◎
栽
培
基
礎
研
修
　
定
員
　
40
人

場
所
　
農
林
水
産
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー

　
　
　（
豊
後
大
野
市
三
重
町
）

◎
生
産
現
場
通
型
研
修（
現
地
実
習
主
体
）

定
員
　
５
人
　
期
間
　
最
大
12
日
間

申
込
方
法　

７
月
１
日
㈭
～
30
日
㈮

に
市
農
林
水
産
課
に
設
置
の
申

込
書
に
記
入
し
て
提
出
。

問

　
大
分
県
林
産
振
興
室
椎
茸
振
興
班

　
　
☎
０
９
７（
５
０
６
）３
８
３
６

◆
腸
か
ら
始
ま
る
健
康
づ
く
り
セ
ミ
ナ
ー

対
象
者
　
60
歳
以
上
で
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
に
入
会
希
望
の
人

日
時
　
７
月
15
日
㈭
　
13
時
30
分
～
15
時

場
所
　
日
出
町
中
央
公
民
館

定
員
　
20
人
（
要
予
約
）

申
込
方
法　

７
月
７
日
㈬
ま
で
に
電

　
　
　
　
　
話
で
左
記
へ
。

申

問

　
大
分
県
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　
連
合
会
　
☎
０
９
７（
５
８
５
）５
６
１
５

◆
国
際
理
解
教
室（
日
英
併
用
）

内
容
・
日
時
（
申
込
不
要
）

①
イ
ラ
ン
　
７
月
４
日
㈰

②
ケ
ベ
ッ
ク
　
７
月
11
日
㈰

③
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
　
７
月
18
日
㈰

④
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
　
７
月
25
日
㈰

※
全
て
13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所
　
西
部
地
区
公
民
館
会
議
室
　

　
　
　（
鶴
見
園
町
）

参
加
費
　
500
円（
高
校
生
以
下
無
料
）

※
マ
ス
ク
着
用
必
須
。

問
　
有
川
　
☎
０
９
０（
９
４
８
４
）６
２
１
１

 

ビ
ー
コ
ン
プ
ラ
ザ
１
日
天
文
科
学
館

親
子
で
作
っ
て
観
よ
う
！
夏
の
星
空

日
時
　
８
月
14
日
㈯

　
　
　
17
時
30
分
～
20
時
30
分

場
所
　
ビ
ー
コ
ン
プ
ラ
ザ

対
象
　
小
学
４
年
生
～
６
年
生
と
保
護
者

※
子
ど
も
の
み
・
大
人
の
み
の
参
加
不
可
。

定
員
　
20
組
（
先
着
順
）

参
加
費
　
２
千
500
円
（
材
料
費
）

申
込
方
法　

７
月
５
日
㈪
９
時
受
付

開
始
。
電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ（
学

校
名
、
学
年
、
児
童
氏
名
、
保
護

者
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
を
明

記
）で
左
記
へ
申
込
み
。

※
観
測
に
は
三
脚
が
必
要
で
す
。
そ
の

他
必
要
な
も
の
は
お
問
い
合
わ
せ
を
。

申

問

　
ビ
ー
コ
ン
プ
ラ
ザ

　
☎

（26）
７
１
１
１  

FAX 

（26）
７
１
０
０

は
、
子
ど
も
が
参
加
で
き
ま
す
。

◆
防
災
管
理
新
規
講
習

日
時
　
８
月
６
日
㈮
　
９
時
～
15
時

場
所
　
消
防
本
部
４
階
会
議
室

受
講
料
　
４
千
円（
受
講
日
当
日
）

受
付
期
間
　
７
月
６
日
㈫
～
29
日
㈭

申
込
方
法　

顔
写
真
（
無
帽
で
３
㎝

　
×
2.5
㎝)

、
甲
種
防
火
管
理
者
の

　
資
格
を
有
す
る
書
面
の
写
し
を
持

　
参
の
う
え
左
記
へ
。

　（
平
日
８
時
30
分
～
17
時
）

※
申
請
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

　
に
な
る
か
消
防
本
部
３
階
窓
口
ま
で
。

申

問

　
市
消
防
本
部
予
防
課

　
　
　  

☎
（25）
１
１
２
５

◆
公
共
職
業
訓
練
９
月
受
講
生

訓
練
期
間　

９
月
２
日
㈭
～

　
令
和
４
年
２
月
28
日
㈪

募
集
期
間　

７
月
１
日
㈭
～
30
日
㈮

コ
ー
ス
　
電
気
シ
ス
テ
ム
科

※
７
月
13
日
㈫
に
説
明
会
。

場�

所
・
申

問　

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー

大
分（
大
分
市
皆
春
）

　

☎
０
９
７（
５
２
９
）８
６
１
５

◆
危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習

日
程　

給
油
取
扱
所
　
８
月
26
日
㈭

　
給
油
取
扱
所
・
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー

　
ト
以
外
　
９
月
29
日
㈬

募
　
　
　
集

相
　
　
談

◆
目
と
見
え
方
の
教
育
相
談
会

日
時
　
８
月
５
日
㈭
　
10
時
～
15
時

場
所
　
国
東
市
教
育
委
員
会

　
　
　（
ア
ス
ト
く
に
さ
き
）

内
容
　
視
覚
障
が
い
の
あ
る
幼
児
・

　
児
童
・
生
徒
・
成
人
と
そ
の
保
護

　
者
、
ま
た
は
保
育
士
や
教
員
な
ど

　
を
対
象
に
巡
回
相
談
を
行
い
ま
す
。

申
込
方
法
　
市
学
校
教
育
課
に
設
置

　
し
た
相
談
票
を
７
月
26
日
㈪
ま
で

　
に
提
出
。

※
高
校
生
以
上
は
盲
学
校
へ
お
問

　
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申

　
市
学
校
教
育
課
　
☎

（21）
１
５
７
４

問

　
大
分
県
立
盲
学
校

　
　
☎
０
９
７（
５
３
２
）２
６
３
８

◆
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
お
お
い
た
別
府
サ

テ
ラ
イ
ト
出
張
相
談
会　

※
予
約
優
先

日
時
・
場
所

①
７
月
14
日
㈬
　
13
時
～
16
時

　
市
上
下
水
道
局
３
階
大
会
議
室

②
７
月
15
日
㈭
　
13
時
30
分
～
16
時
30
分

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
別
府
（
青
山
町
）

内
容
　
就
職
相
談
、
適
性
相
談
、
企

　
業
情
報
、
就
職
支
援
情
報
の
提
供

対
象
　
概
お
お
む

ね
49
歳
以
下
の
若
年
者
　

　
　
　（
学
生
含
む
）
と
そ
の
家
族

申
問

　
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
お
お
い
た

　
　
　
別
府
サ
テ
ラ
イ
ト

　
　
　
☎

（27）
５
９
８
８

催
　
　
物
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別府署管内の交通事故件数 [ 人身事故 ]

ゆずりあい　湯の町別府の　合言葉

令和３年５月末現在
令和３年（速報値） 令和２年
５月 累計 ５月 累計（５月まで）

件数・死亡者数・負傷者数 17・0・21 108・2・128 17・1・18 109・3・136

「
相
談
」
の
続
き

◆
労
働
相
談
（
労
働
者
、事
業
主
対
象
）

日
時　

７
月
14
日
㈬
　
13
時
～
16
時

場
所
　
市
上
下
水
道
局
３
階
大
会
議
室

内�

容
　
採
用
、
退
職
、
解
雇
、
個
別

　
　
労
働
紛
争
な
ど

相
談
員
　
左
記
会
員

問
　
大
分
県
社
会
保
険
労
務
士
会

　
　
☎
０
９
７
８（
６
３
）２
０
０
１

◆
行
政
相
談

日
時
　
７
月
21
日
㈬
　
10
時
～
12
時

場
所
　
別
府
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン

　
タ
ー
あ
す
・
べ
っ
ぷ
（
野
口
原
）

内
容
　
行
政
に
対
す
る
苦
情
や
要
望
な
ど

相
談
員
　
行
政
相
談
委
員

問 

　
総
務
省
大
分
行
政
監
視
行
政
相

　
談
セ
ン
タ
ー（
き
く
み
み
大
分
）

　
　
☎
０
９
７（
５
３
３
）１
１
０
０

◆
社
会
福
祉
協
議
会
の
相
談
（
要
予
約
）

◎
市
民
の
た
め
の
身
近
な
法
律
相
談

日
時
　
７
月
13
日
㈫
　
13
時
～
16
時

場
所　
社
会
福
祉
会
館
（
上
田
の
湯
町
）

内�

容
　
財
産
、
金
銭
貸
借
、
夫
婦
親
子

関
係
、
相
続
、
近
隣
ト
ラ
ブ
ル
な
ど

相
談
員
　
弁
護
士

※
１
人
30
分
程
度
。
予
約
は
電
話
で

　
社
会
福
祉
協
議
会
へ
。

◎
市
民
の
た
め
の
身
近
な
終
活
相
談

日
時
　
７
月
15
日
㈭
　
13
時
～
16
時

場
所
　
社
会
福
祉
会
館
（
上
田
の
湯
町
）

内�

容
　
相
続
、
遺
言
、
生
前
整
理
、
死

後
委
任
事
務
、
任
意
後
見
契
約
な
ど

対
象
　
65
歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯

で
、
相
続
対
象
と
な
る
親
族
の
い

な
い
人
、
ま
た
は
親
族
と
疎
遠
な

状
況
に
あ
る
人
　

※
１
人
50
分
程
度
。
予
約
は
電
話
で

社
会
福
祉
協
議
会
へ
。

申

問

　
別
府
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　
☎

（73）
６
０
７
０

◆
行
政
書
士
会
別
府
支
部
主
催
の
相
談
会

日
時
　
７
月
28
日
㈬
　
10
時
～
12
時

場
所
　
別
府
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン

　
タ
ー
あ
す
・
べ
っ
ぷ
（
野
口
原
）

内
容　

遺
言
書
・
遺
産
分
割
協
議
書
作

成
な
ど
の
相
続
関
係
、任
意
後
見
契
約
・

借
地
借
家
な
ど
の
契
約
書
関
係
の
相
談

※
１
組
30
分
程
度
で
お
願
い
し
ま
す
。

問

　
大
分
県
行
政
書
士
会
別
府
支
部

　
　
☎

（76）
５
２
５
０
（
予
約
不
要
）

◆
不
動
産
相
談
（
要
予
約
）

日
時
・
場
所

①
７
月
８
日
㈭
　
13
時
～
16
時

　（
受
付
15
時
ま
で
）

　
別
府
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

　
あ
す
・
べ
っ
ぷ
（
野
口
原
）

②
７
月
15
日
㈭
　
９
時
30
分
～
12
時

　（
受
付
11
時
30
分
ま
で
）

　
大
分
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

　
別
府
支
部
（
中
央
町
８
番
24
号
）

内
容　

宅
地
建
物
取
引
な
ど

相
談
員　

下
記
会
員

※
予
約
は
電
話
で
左
記
へ
。

申

問

　
大
分
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

　
　
　
別
府
支
部
　
☎

（21）
８
５
７
８

　
　
　（
９
時
～
15
時
・
不
定
休
）

◆
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
相
談

日
時
　
７
月
16
日
㈮
　
13
時
～
15
時

場
所
　
別
府
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン

　
タ
ー
あ
す
・
べ
っ
ぷ
（
野
口
原
）

内
容
　
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
運
営

相
談
員
　
左
記
会
員

問

　
大
分
県
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
会

　
　
☎
０
９
７（
５
４
１
）５
１
３
２

◆
司
法
書
士
青
年
の
会
に
よ
る
身
近
な

　

法
律
相
談
（
要
予
約
・
１
組
30
分
以
内
）

日
時
　
７
月
６
日
㈫
、
８
月
３
日
㈫

　
　
　
13
時
30
分
～
16
時

場
所
　
別
府
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン

　
タ
ー
あ
す
・
べ
っ
ぷ
（
野
口
原
）

内
容
　
不
動
産
・
会
社
の
登
記
、
相

　
続
、
遺
言
、
成
年
後
見
、
借
金
問

題
、
少
額
裁
判
な
ど

※
予
約
は
前
日
17
時
ま
で
に
左
記
へ
。

申

問
　
大
分
県
司
法
書
士
青
年
の
会

　
☎
０
９
７
２（
２
３
）２
８
３
８

◆
公
証
人
に
よ
る
相
談
会（
要
予
約
）

日
時
・
場
所
　

①
７
月
７
日
㈬
　
９
時
30
分
～
11
時
30
分

　
別
府
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

　
あ
す
・
べ
っ
ぷ
（
野
口
原
）

②
７
月
31
日
㈯
　
９
時
～
12
時

　

別
府
市
公
会
堂
（
上
田
の
湯
町
）

内
容
　
遺
言
、
離
婚
、
任
意
後
見
、

　
　
家
族
信
託
、
そ
の
他
契
約
一

　
　
般
の
公
正
証
書
作
成
な
ど

※
先
着
順
。定
員
に
な
り
次
第
締
切
。

申

問

　
大
分
公
証
人
合
同
役
場

　
☎
０
９
７（
５
３
５
）０
８
８
８

◆
狩
猟
免
許
の
試
験

第
一
・
二
種
銃
猟
　
７
月
31
日
㈯

網
・
わ
な
猟
　
８
月
１
日
㈰

場
所
　
大
分
県
国
東
総
合
庁
舎

　
　
　（
国
東
市
国
東
町
安
国
寺
）

申
込
期
間
　
７
月
５
日
㈪
～
21
日
㈬

申

問

　
大
分
県
東
部
振
興
局

　
☎
０
９
７
８（
７
２
）０
１
５
６

◆
消
防
設
備
士
試
験（
種
別　

全
類
）

日
程
　
８
月
15
日
㈰

場
所
　
大
分
大
学（
大
分
市
大
字
旦
野
原
）

受
付
期
限
　

　

（
電
子
申
請
）
６
月
26
日
㈯
～
７
月
５
日
㈪

　（
書
面
申
請
）
６
月
29
日
㈫
～
７
月
８
日
㈭

※
詳
細
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
を
。

申

問 

　
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
大
分
県
支
部

　
☎
０
９
７（
５
３
７
）０
４
２
７

入
館
料　

（
中
学
生
以
下
）
無
料

試
　
　
験

　（
高
校
生
・
大
学
生
・
一
般
）
210
円

　（
団
体
・
20
人
～
）
146
円

※
障
が
い
者
手
帳
を
所
持
す
る
人
及

び
介
護
者
１
人
免
除

※
常
設
展
示
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

開�

館
時
間
　
10
時
～
17
時

※
入
館
16
時
30
分
ま
で
。
月
曜
日
休
館
。

※
各
講
座
は
美
術
館
へ
電
話
で
申
込

み
。
日
程
の
変
更
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
美
術
館
実
技
講
座

※
画
用
紙
は
美
術
館
で
用
意（
実
費
）

◎
小
学
生
絵
画
教
室
（
定
員
20
人
）

日
時
　
７
月
３
日
㈯
　
14
時
～
16
時

内
容
　
絵
具
遊
び
、
花
や
人
物
を
描
く

持
ち
物
　
水
彩
道
具
一
式
、
鉛
筆

（
2B
・
HB
な
ど
）、
消
し
ゴ
ム

◎
鉛
筆
画
講
座
（
定
員
20
人
）

日
時
　
７
月
16
日
㈮
　
14
時
～
16
時

内
容
　
静
物
や
人
物
、
花
な
ど
を
描
く

持
ち
物
　
鉛
筆（
2B
以
上
数
種
類
）、
消
し

ゴ
ム
や
練
り
消
し
、
カ
ッ
タ
ー
ナ
イ
フ

◆
展
覧
会

◎
新
山
俊
則
水
彩
画
展

日
程
　
７
月
２
日
㈮
～
11
日
㈰

内
容
　
湯
布
院
原
画
32
点
、
風
景
画
12
点

テ
ー
マ
　
身
近
な
風
景
と
花
の
水
彩
画

◎
お
じ
い
マ
ン
と
子
ど
も
た
ち
の
作
品
展

日
程
　
７
月
27
日
㈫
～
８
月
１
日
㈰

内
容
　
写
真
20
点
、
絵
画
20
点
～
30
点
、

　
　
書
20
点

テ
ー
マ
　
光
の
園
の
子
ど
も
た
ち
と

高
松
右
門
理
事
長
の
自
由
作
品

別
府
市
美
術
館

　
　
　
　
　
　
　

 

☎
(75)
８
７
１
０



♨入浴マナーを守りましょう♨ 
新型コロナウイルス感染予防のため、大声での会話や集団での歓談は控えましょう市報べっぷ23 2021.7

◆
湯
の
ま
ち
学
び
の
カ
レ
ッ
ジ

※
各
公
民
館
へ
要
申
込
み
。

※
各
講
座
は
２
時
間
程
度
。

◎
中
央
公
民
館　

☎
（22）
４
１
１
８

日
時
　
７
月
８
日
㈭   

13
時
30
分
～

内
容
　
み
ん
な
で
健
活
・
健
康
寿
命

　
　
を
延
ば
そ
う
！

講
師
　
健
康
運
動
指
導
士
　
嶋
田
清

美
さ
ん
、
看
護
師
　
立
花
佳
奈
さ
ん

◎
北
部
地
区
公
民
館　

☎
（67）
８
３
０
０

日
時
　
７
月
20
日
㈫
　
13
時
30
分
～

内
容
　
涼
を
感
じ
る
切
り
絵
に
挑
戦

講
師
　
大
分
県
美
術
協
会
会
員

　
　
　
安
達
比
敏
さ
ん

◎
西
部
地
区
公
民
館　

☎
（23）
７
３
３
０

日
時
　
７
月
９
日
㈮   
13
時
30
分
～

内
容
　
講
師
の
ギ
タ
ー
演
奏
会
と

　
　
　
Ｄ
Ｖ
Ｄ
鑑
賞
会

講
師
　
鳥
井
好
人
さ
ん

◎
中
部
地
区
公
民
館　

☎
（25）
４
３
２
１

日
時
　
７
月
19
日
㈪   

13
時
30
分
～

内
容
　
海
の
日
落
語
会

講
師
　
衛
藤
宏
章
さ
ん

◎
南
部
地
区
公
民
館　

☎
（21）
３
４
０
１

日
時
　
７
月
21
日
㈬   

13
時
30
分
～

内
容
　
懐
か
し
の
別
府
　
第
２
回
目

　
　
楠
温
泉
か
い
わ
い
物
語

講
師
　
小
野
弘
さ
ん

◎
朝
日
大
平
山
地
区
公
民
館　

☎
（66）
１
１
５
０

日
時
　
７
月
６
日
㈫   

13
時
30
分
～

内
容
　
わ
が
家
の
防
火
防
災
対
策
と

　
　
　
救
急
対
策

講
師
　
市
消
防
本
部
予
防
課
長

　
　
　
永
路
尚
道
さ
ん

◆
園
芸
教
室

日
時
　
７
月
16
日
㈮
　
13
時
30
分
～

演�

題
　
み
ど
り
と
癒
し
の
効
果

講
師
　
相
良
尊
德
さ
ん

※
７
月
１
日
㈭
か
ら
☎

（24）
１
６
４
３

で
受
付
を
行
い
ま
す（
先
着
20
人
）。

※
相
談
日
は
㈪
㈬
㈮
の
10
時
～
16
時

◆
主
催
講
座
に
つ
い
て
の
お
願
い

　

日
時
を
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
受
講
者
は
右
記
へ
電
話
で
確
認
を
。

◆
７
月
の
み
ん
な
で
シ
ネ
マ

◇
３
日
㈯
　
13
時
30
分
～
（
100
分
）

　『
嵐
を
呼
ぶ
男
』

◇
17
日
㈯
　
13
時
30
分
～
（
121
分
）

『
ス
パ
イ
ダ
ー
マ
ン
』

◆
チ
ャ
レ
ン
ジ
子
育
て
学
級
（
要
予
約
・
50
人
）

日
時
　
７
月
13
日
㈫
　
10
時
～
12
時

場
所
　
中
央
公
民
館（
上
田
の
湯
町
）

内
容　

み
ん
な
で
話
そ
う
！
子
育
て
の
こ
と

講
師
　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人「
共
に
生
き
る
」

　
代
表
理
事
　
江
藤
裕
子
さ
ん

※
オ
ン
ラ
イ
ン
に
変
更
す
る
場
合
あ
り
。

申

問

　
社
会
教
育
課
　
☎

（21）
１
５
８
７

市
社
会
教
育
課
の
講
座

　
　
　
　
　

   

☎
（21）
１
５
８
７

み
ど
り
の
相
談
所

　
　
　
　
　
　

☎
(24)
１
６
４
３

サ
ザ
ン
ク
ロ
ス

　
　
　
　

 

☎
(25)
３
３
９
６

第３日曜休館日

申・問　☎２３－２４５３
市立図書館からのお知らせ 移動図書館巡回日程 [ ７月 ]

日　 時間 ※印以外は 14 時 20 分 15 時 10 分 16 時

７( 水 ) 旧市役所朝日出張所 セブンイレブン別府北中店 馬 場 町 公 民 館

８( 木 ) ※ ① 南 須 賀 保 育 園 西 別 府 団 地 Ａ 棟 前 トキハインダストリー鶴見園店

９( 金 ) や ま な み 保 育 園 県営扇山住宅駐車場 扇 山 町 公 民 館

13( 火 ) 東山幼・小・中学校（12 時 45 分～）山の口公民館（14 時 10 分～）

14( 水 ) ひ め や ま 幼 稚 園 亀 川 小 学 校 ファミリーマート JR 亀川駅前店

15( 木 ) ローソン別府内竈店 中 須 賀 公 民 館 石垣東７丁目そうちこビル前

16( 金 ) ※ ② す き っ ぷ パ ー ク ドラッグストアモリ鶴見店 セブンイレブン別府荘園店

28( 水 ) 関 の 江 新 町 公 園 内 ローソン別府上人仲町店 セブンイレブン別府石垣西３丁目店

29( 木 )
※ ③ 陸 上 自 衛 隊 別 府 駐 屯 地
別府リハビリテーションセンター

大畑コーポ永野駐車場 扇山矢田歯科医院前広場

30( 金 ) ※ ④ 餅 ヶ 浜 保 育 園 愛 の 里 サ ン ヴ ィ ラ 栄 光 園

※① 10 時 20 分　※② 10 時 30 分　※③ 12 時 30 分　※④ 14 時

31( 土 )
10 時 30 分 13 時 20 分 14 時 40 分

マックスバリュ別府上原店 コープおおいたコープ別府店 別府山の手ライフガーデン

７月の別府けいりん
日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

モ
ー
ニ
ン
グ

・
デ
イ

小松島記念ＧⅢ
名古屋

ＦⅠ

福井記念ＧⅢ 和歌山ＦⅠ
小田原ＦⅠ

富山記念ＧⅢ 高知記念ＧⅢ
～８/１

前橋ＦⅠ 立川
ＦⅠ

富山
ＦⅠ

高松
ＦⅠ 岸和田ＦⅠ 弥彦ＦⅠ

ナ
イ
タ
ー

小倉ＦⅠ 青森
ＦⅠ

静岡
ＦⅠ

佐世保
ＦⅠ 宇都宮ＦⅠ ＳＮＦＧⅡ

（函館） 松戸ＦⅠ 函館ＦⅠ 久留米ＦⅠ

場外ナイター★本場開催　 場外発売

★ミッドナイト in 別府けいりん　24 日（土）～ 26 日（月）第５回前節オッズパーク杯
　※ミッドナイト競輪は入場できません。インターネット観覧などでお楽しみください。

※図書館休館日…７月５日（月）・12日（月）・19日（月）・26日（月）、８月２日（月）

おはなしの会　場所　４階サザンクロス

キッズの部　絵本・紙芝居の読み聞かせなど
　７月 10 日（土）　　14 時～（30 分程度）　 
ベビーの部　絵本の読み聞かせ、わらべうたなど
　７月 15 日（木）　11 時～（20 分程度）

スタンプラリー　対象　小学生
期間　７月６日（火）～９月５日（日）
20 冊読んだ人には表彰状としおりをプレゼント

としょかん川柳をつくってみよう！　
募集期間　７月６日（火）～ 31 日（土）
展示期間　８月 11 日（水）～９月５日（日）
対　　象　小学生以下
応募者・入選者にはプレゼントあり！

リサイクル図書　８月３日（火）～９日（月・休）
保存年限の過ぎた雑誌を配布。１人１冊まで。



各施設の QRコードで別府市サイト（毎月更新）にアクセスすると、市報に掲載しきれない催し（日時など）もご覧になれます。

携帯 で催しを チェック！

『毎月第３日曜日は家庭の日』
別府市・別府市青少年問題協議会・別府市教育委員会・別府市青少年育成市民会議 市報べっぷ 242021.7

◆
赤
ち
ゃ
ん
サ
ロ
ン
・

　

保
健
師
さ
ん
と

　

話
そ
う  

６
日
㈫

◇
こ
ろ
こ
ろ
ど
ん
ぐ
り
の
会

　

７
日
㈬
、
21
日
㈬

◆
布
絵
本
の
会
　
８
日
㈭

◆
出
前
保
育
in
別
府
公
園
　
９
日
㈮

◆
臨
床
心
理
士
相
談　

15
日
㈭

◆
ハ
ッ
ピ
ー
バ
ー
ス
デ
ー
　
16
日
㈮

◆
音
脳
リ
ズ
ム
マ
ッ
サ
ー
ジ　

21
日
㈬

◇
パ
ペ
ッ
ト
キ
ッ
ズ　

28
日
㈬

◆
赤
ち
ゃ
ん
サ
ー
ク
ル

　（
４
か
月
児
〜
９
か
月
児
）　
１
日
㈭

　（
10
か
月
児
〜
１
歳
３
か
月
児
）
７
日
㈬

◆
多
胎
児
サ
ー
ク
ル
　
９
日
㈮

◆
親
子
で
あ
そ
ぼ
う
　
14
日
㈬

◆
パ
ペ
ッ
ト
キ
ッ
ズ
　
20
日
㈫

◆
プ
ー
ル
あ
そ
び
　
２
日
㈮
、

　
５
日
㈪
、
12
日
㈪
、
16
日
㈮
、

　
19
日
㈪
　
10
時
30
分

◇
園
庭
開
放　

３
日
㈯
　
11
時

◆
夏
祭
り　

10
日
㈯
　
10
時

◆
お
誕
生
会
　
13
日
㈫
　
10
時

 

７
月
の
主
な
行
事（
◆
は
要
申
込
）

・ 

乳
幼
児
（
保
護
者
同
伴
）
か
ら
小
学
生
・ 

中
学
生
ま
で
利
用
で
き
ま
す
。

・
年
度
毎
に
登
録
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

・
初
め
て
で
も
自
由
に
来
館
で
き
ま
す

 

（
日
時
な
ど
詳
し
く
は
お
問
合
せ
を
）。

・
行
事
は
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
材
料
費
な
ど
実
費
が
か
か
る
行
事
も

　

あ
り
ま
す
。

◆
音
脳
リ
ズ
ム
マ
ッ
サ
ー
ジ

　
15
日
㈭
　
10
時
30
分

◆
元
気
モ
リ
モ
リ「
す
く
す
く
体
操
」

　

室
内
あ
そ
び
（
０
、１
歳
児
）
６
日
㈫

   

水
中
あ
そ
び
（
北
浜
温
泉
テ
ル
マ
ス
）

　（
２
、３
歳
児
）
13
日
㈫

　（
０
、１
歳
児
）
８
月
４
日
㈬

◇
つ
く
っ
て
あ
そ
ぼ
う
！

　
19
日
㈪
〜
21
日
㈬

◆
ワ
ク
ワ
ク
に
こ
に
こ

　

お
は
な
し
会 

　
27
日
㈫

☆
お
誕
生
月
の
人
に
手
型
カ
ー
ド
を

　
プ
レ
ゼ
ン
ト

※
催
し
は
全
て
10
時
か
ら
で
す
。

※
詳
細
は
モ
バ
イ
ル
版
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

◆
わ
ら
べ
う
た　

９
日
㈮

◆
Ｂ
ば
Ａ
ー―

Ｂ
ば
Ａ
お
や
つ
講
座
　
10
日
㈯

◆
ベ
ビ
ー
リ
ト
ミ
ッ
ク　

13
日
㈫

◆
産
前
産
後
母
乳
育
児
相
談
会　

16
日
㈮

◆
地
域
交
流
子
育
て
ひ
ろ
ば
　
19
日
㈪

◆
リ
ズ
ム
マ
ッ
サ
ー
ジ
　
26
日
㈪

◆
達
人
と
話
そ
う
　
28
日
㈬

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

7
月
の
主
な
行
事（
◆
は
要
申
込
）

・
未
就
学
児
対
象
で
す
。

・
保
護
者
同
伴
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

・
初
め
て
で
も
自
由
に
来
館
で
き
ま
す

 

（
日
時
な
ど
詳
し
く
は
お
問
合
せ
を
）。

・
子
育
て
相
談
随
時
受
け
付
け
ま
す
。

・
行
事
は
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
材
料
費
な
ど
実
費
が
か
か
る
行
事

　

も
あ
り
ま
す
。

児
　
童
　
館

◆
七
夕
会
　
７
日
㈬

◆
個
別
栄
養
士
相
談　

12
日
㈪

◆
親
子
リ
ト
ミ
ッ
ク　

15
日
㈭

◇
保
健
師
さ
ん
と
話
そ
う　

15
日
㈭

◆
ひ
よ
こ
サ
ー
ク
ル（
０
歳
児
）
　

16
日
㈮

◆
こ
っ
こ
サ
ー
ク
ル（
１
歳
児
〜
）

  

　
19
日
㈪

◆
音
脳
リ
ズ
ム
マ
ッ
サ
ー
ジ　

20
日
㈫

◆
パ
ペ
ッ
ト
キ
ッ
ズ　

29
日
㈭

◆
わ
ら
べ
だ
ョ
！
全
員
集
合　

２
日
㈮

◇
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ　

３
日
㈯

◇
絵
画
教
室
　
10
日
㈯

◇
書
き
方
教
室
　
11
日
㈰

◇
に
こ
に
こ
折
り
紙
教
室　

17
日
㈯

◇
わ
く
わ
く
北
部

　
18
日
㈰
、
８
月
１
日
㈰

◇
エ
ン
ジ
ョ
イ
ピ
ン
ポ
ン
　
24
日
㈯

◇
七
夕
ま
つ
り
会　

３
日
㈯

◇
こ
ろ
こ
ろ
ど
ん
ぐ
り
の
会

　
７
日
㈬
、
21
日
㈬
、
８
月
４
日
㈬

◇
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
教
室

　

（
小
学
生
以
上
）　

10
日
㈯

◇
工
作
を
し
よ
う
　
11
日
㈰

◇
絵
画
教
室
　
17
日
㈯

◇
わ
く
わ
く
南
部　

24
日
㈯

◇
安
全
講
話　

27
日
㈫

◇
七
夕
飾
り
作
り
　
１
日
㈭
〜
７
日
㈬

◇
三
世
代
で
遊
ぼ
う
　
３
日
㈯

◇
わ
く
わ
く
タ
イ
ム

　
４
日
㈰
、
８
月
１
日
㈰

◇
チ
ャ
レ
ン
ジ
タ
イ
ム
　
10
日
㈯

◇
少
林
拳
を
し
よ
う
　
11
日
㈰

◇
割
り
箸
で
お
絵
描
き
　
17
日
㈯

◇
囲
碁
・
将
棋
教
室
　
18
日
㈰

◇
わ
く
わ
く
サ
マ
ー
タ
イ
ム

　
22
日
㈭
㈷
〜
８
月
31
日
㈫

◇
ピ
ン
ポ
ン
で
遊
ぼ
う　

24
日
㈯

◇
カ
レ
ン
ダ
ー
作
り　

25
日
㈰

乳
幼
児
親
子
対
象
行
事（
10
時
30
分
）

◆
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ　

２
日
㈮
、

　
９
日
㈮
、
16
日
㈮
、
30
日
㈮

◇
に
じ
の
会
（
絵
本
読
み
聞
か
せ
）　
８
日
㈭

◆
塩
キ
ャ
ン
ド
ル
作
り
　
14
日
㈬

◆
ち
ち
ん
ぷ
い
ぷ
い
お
母
さ
ん
の
会

　
頑
張
っ
て
い
る
自
分
へ
　
21
日
㈬

◆
マ
マ
カ
フ
ェ
　
29
日
㈭

小
学
生
対
象
行
事
（
13
時
30
分
）

◇
ち
ち
ん
ぷ
い
ぷ
い
子
ど
も
の
会

　

10
日
㈯

※
ど
れ
み
・
わ
ら
べ
・
べ
る
ね
の

　

ゆ
め
タ
ウ
ン
出
前
保
育
「
ゆ
め
っ

　

こ
」は
当
面
の
間
、
中
止
し
ま
す
。

　
　

ど　

れ　

み

☎
(66)
８
１
８
１

㈰
・
㈷
休
館

（
す
き
っ
ぷ
パ
ー
ク
内
）

　
　

べ　

る　

ね

☎
(27)
１
１
２
８

㈪
・
㈷
の
翌
日
休
館

（
ほ
っ
ぺ
パ
ー
ク
内
）

わ　

ら　

べ

☎
(25)
０
１
２
０

㈪
・
㈷
の
翌
日
休
館

（
お
ひ
さ
ま
パ
ー
ク
内
）

　
　

風
の
ま
ち

☎
(27)
５
４
６
６

㈰
・
㈷
休
館

（
ナ
ー
サ
リ
ー
み
に
ふ
う
２
階
）

　
　

す
く
す
く
ル
ー
ム

ふ

た

ば　（
矢
田
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク
２
階
）

☎
(22)
９
７
７
０

㈯
・
㈰
・
㈷
休
館

　
　

に
じ
の
ひ
ろ
ば

☎
(23)
３
８
０
１

㈰
・
㈷
休
館

（
光
町
15
の
15
）

　
㈪
・
㈷
の
翌
日
休
館

西
部
児
童
館

　

☎
(27)
５
５
５
３

（
ほ
っ
ぺ
パ
ー
ク
内
）

　
㈪
・
㈷
の
翌
日
休
館

北
部
児
童
館

　

☎
(27)
６
０
５
０

（
あ
す
な
ろ
館
内
）

　
㈪
・
㈷
の
翌
日
休
館

南
部
児
童
館

　

☎
(26)
３
３
５
５

（
お
ひ
さ
ま
パ
ー
ク
内
）

㈫
・
第
３
㈰
休
館

光
の
園
児
童
館

　
　

☎
(23)
５
５
１
１
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八幡浜市

今回は、八幡浜市で開催されている
国際的なイベントを紹介します。

　「マウンテンバイクの聖地」としても注目さ
れている八幡浜。国内トップグレードの国際大
会であるこの大会には約 400 人の選手が集結し、
日本最高峰のレースを繰り広げます。トップラ
イダーだけでなく初心者や子どもでも参加でき
るレースや飲食ブース・様々なアトラクション
などもあり、誰もが楽しめるイベントです。

問　愛媛県八幡浜市政策推進課　☎０８９４－２２－３１１１（内線１３４３）

やわたはま国際ＭＴＢレース 2021

海・山
・ひと

活気あ
ふれる

港まち

八幡浜

　英国湖水地方ダルメイン発祥の国際的
なコンテスト「ダルメイン世界マーマ
レードアワード &フェスティバル」の日
本大会。国内外から 1,400 品を超える手
作りのマーマレードが集まります。

※両イベントとも例年５月頃開催ですが、コロナ
禍により残念ながら延期（開催日未定）となって
います（マーマレードの審査のみ５月に実施）。

マーマレード
大会公式ＨＰ

やわたはまＭＴＢ
実行委員会ＨＰ

市公式
Youtube

当たり前の日常を
　当たり前に過ごせる日々が
　　一日でも早く戻りますように

◀令和２年度愛媛県
広報コンクール特選
八幡浜市ＰＲ動画

「かけがえのない日常」
公開中！

　大分県側の９自治体と豊予海峡を挟ん
だ対岸の愛媛県側９自治体の間で「愛媛・
大分市町村連絡会議」を立ち上げ、圏域
同士の新たな交流がスタートしました。
　コラボ企画としてお互いの広報誌の相
互掲載を行い、それぞれの歴史・文化や、
食の魅力を紹介しています。愛 媛 県 八

や わ た

幡 浜
は ま

市 編



イベント
　
　
　
　
　

※
市
報
に
掲
載
し
て
い
る
催
し
は
︑
中
止
・
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
︒
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 令和３（2021）年成人式　

延期していた成人式をオンラインで開催します。
日　時　８月 14 日（土）　11 時～
対象者　平成 12（2000）年４月２日～　
　　　　平成 13（2001）年４月１日生まれの人
※平成 13（2001）年４月２日～平成 14（2002）年４月１日

生まれの人の成人式は、令和４（2022）年１月実施予定
案内状　別府市に住民登録している人へ７月中旬頃に案

　　　内状を送付します。
※現在住民登録はしておらず別府市にゆかりのある人な

どで、令和２年 12 月１日以降市外へ転出、または令
和３年 7 月上旬以降に市内に転入した人が案内状及
び視聴を希望する場合は、７月 26 日（月）までに市社
会教育課窓口または、ホームページから申請書をダ
ウンロードし、メールで申請してください。

※案内状は記念品の引換券に
　使用します。大切に保管し
　てください。
問　市社会教育課　
　　☎２１－１５８７
　　　 lle-be@city.beppu.lg.jp
　　　 「市ホームページ」→「学習」→「講座・イベント」

７
月
予
定
の

　
べ
っ
ぷ
火
の
海
ま
つ
り︵
花
火
大
会
︶

※
イ
ベ
ン
ト
関
係
は
中
止
で
す
︒花
火
大
会
の
開
催
日
は
決
定
次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
︒

問　

べ
っ
ぷ
火
の
海
ま
つ
り
実
行
委
員
会
事
務
局　

　
　
︵
別
府
市
観
光
協
会
内
︶
☎
（24）
２
８
２
８

８
月
予
定
の

　

亀
川
夏
ま
つ
り

※
開
催
日
は
決
定
次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
︒

問　

亀
川
ま
つ
り
協
会　

☎
（66）
８
８
０
６

７
月
18
日
㈰
予
定
の

　

別
府
市
海
岸
海
浜
清
掃
奉
仕
活
動

問　

市
生
活
環
境
課︵
清
掃
事
務
所
︶　

☎
（66）
５
３
５
３

７
月
予
定
の

　

関
の
江
海
水
浴
場
開
き

※
今
年
の
関
の
江
海
水
浴
場
で
の
遊
泳
は
で
き
ま
せ
ん
︒

問　

市
観
光
課　

☎
（21）
１
１
２
８

８
月
予
定
の

　

別
府
駐
屯
地
山
の
納
涼
音
頭
大
会

問　

別
府
駐
屯
地
広
報
班　

☎
（22）
４
３
１
１　

内
線　

２
１
９

延
期
し
て
い
た

　

べ
っ
ぷ
鶴
見
岳
一
気
登
山
大
会

問　

べ
っ
ぷ
鶴
見
岳
一
気
登
山
大
会
実
行
委
員
会
事
務
局

　
　
︵
別
府
市
観
光
協
会
内
︶　

☎
（24）
２
８
２
８

中
止
の
イ
ベ
ン
ト

延
期
の
イ
ベ
ン
ト

 風鈴作りワークショップ

竹細工で風鈴を作って涼を楽しみませんか。
日　時　７月 18 日（日）　
　　　　９時 30 分～ 12 時
参加費　2,800 円
　　　　（コーヒー・お菓子付き）
定　員　12 人（先着順）　
申込方法　下記へ電話または
　　　　　会館ホームページで申込み　▶
場所・申・問　別府市竹細工伝統産業会館
　　　　　　　（東荘園）☎２３－１０７２

 第３回湯けむり歴史講座

日　時　７月 15 日（木）
時　間　14 時～ 15 時 30 分
場　所　別府市公会堂（上田の湯町）　
テーマ　「豊後国志」編さんと別府
講　師　佐藤晃洋さん
　　　　（竹田市歴史文化館・由学館館長）
問　市社会教育課　☎２１－１５８７

対象者の
ご確認を

HP      



別府市新型コロナワクチン接種  予 約 の 方 法
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指定医療機関一覧
医療機関名

予約方法

別府市 医療機関
電話 窓口

あ

青山整形外科クリニック※ × 〇 〇
明石Mクリニック※ × 〇 ×
あべ消化器・内科クリニック 〇 〇 〇
安部第一医院※かかりつけ患者の家族も可 × × 〇
安倍内科医院 〇 × ×
アロハクリニック 〇 × ×

い 諌山整形外科医院 〇 × ×
石垣病院 〇 × ×

う うちくら内科 〇 × 診察時
内田病院 〇 × ×

お 岡嶋医院 〇 × ×

か

甲斐医院 〇 × ×
垣迫内科医院※ × 〇 〇
金子内科医院 〇 × ×
かめがわ耳鼻咽喉科 〇 × ×

き 木下医院 〇 〇 〇
清瀬病院 〇 × ×

く
久保おなか・おしりクリニック※ × 〇 〇
久保田クリニック※ × 〇 〇
黒木記念病院 〇 × ×

こ

古城小児科医院※ × 〇 〇
古城循環器クリニック 〇 × ×
児玉内科医院※ × × 〇
こだま脳神経外科クリニック 〇 〇 〇
児玉病院 〇 × ×

さ さかい内科医院 〇 〇 〇
佐藤整形外科医院 〇 × ×

し
しまざき耳鼻咽喉科 〇 × ×
しもやま内科・循環器内科クリニック 〇 × ×
新森内科クリニック※ × 〇 〇

す 末宗内科医院 〇 × ×
そ 荘園内科クリニック 〇 × ×

た 武井医院 〇 × ×
たにぐち糖尿病内科クリニック 〇 × ×

医療機関名
予約方法

別府市 医療機関
電話 窓口

ち 千馬内科医院 〇 × 〇

つ つねとみ内科胃腸科クリニック 〇 × ×
局医院※ × 〇 〇

な
中村たかクリニック 〇 × ×
中村病院 〇 × ×
鳴海クリニック※ × × 〇

に 西別府病院※ × × 〇
の 野口病院※ × × 〇

は

畑病院 〇 × ×
浜脇記念病院 〇 × ×
原嶋内科医院 〇 × ×
馬場医院 〇 × ×

ひ 飛田内科外科クリニック 〇 × ×
ヒロセ内科医院 〇 × ×

ふ 福田内科医院 〇 × ×

へ

別府駅前クリニック 〇 〇 〇
別府駅ゆのまち内科・胃と腸クリニック 〇 × ×
別府温泉病院※ × 〇 〇
別府中央病院※ × 〇 〇
別府トキハクリニック※ × 〇 〇
別府湾腎泌尿器病院 〇 × ×

ほ 堀循環器科内科クリニック 〇 × ×
み 宮崎クリニック 〇 × ×
む 村橋病院 〇 × ×
も 餅ケ浜医院 〇 × ×
や 矢田こどもクリニック 〇 × 〇

よ
横井内科クリニック※ × 〇 〇
吉賀循環器内科※ × 〇 〇
吉武内科医院 〇 × 〇

わ 渡邉医院 〇 × 〇
渡部内科循環器科クリニック 〇 × 〇

集団 集団接種会場「べっぷアリーナ」 〇 × ×

◆別府市新型コロナワクチン接種コールセンターに電話
☎０１２０ー７９７ー５６７ （９時～ 17 時 / 当面の間、土日祝日も開設）

◆インターネット予約　「別府市コロナワクチン 予約」で検索▶
※夜中の２時～５時は予約システムが使用できません。
※予約開始日は、その日の朝９時から予約可能になります。

電話のかけ間違いが多数起きています。電話番号をよく確認してください。
別
府
市

◆各医療機関の電話または窓口
※医療機関によって受付方法が異なります。下記の一覧でご確認ください。
　最新の情報は市ホームページにも掲載しています。
※電話受付「×」の医療機関については、診療の負担になりますので電話をお控えください。

医
療
機
関

〇受付可能　×受付不可　※は、かかりつけ患者のみ　　　　　（６月９日現在）　
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【編集後記】今月からリモートワークに取り組んでいま
す。実証実験中なので不便な点はありますが、市報編集
作業は問題なく行えています。リモートワークはコロナ
禍によって急速に進んだ働き方といえます。そして、東
京一極集中から地方に住み働くことを簡単に
させてくれます。「災い転じて福と為す」地方
ビジネスチャンス到来かもしれません。（K）

人口と世帯
５月末現在 前月比

人　口 114,306 ー 51
　男 52,514 ー 41
　女 61,792 ー 10
世帯数 61,583 ＋ 11

５月
転入 289
転出 265
出生 55
死亡 130

　　　　　　　　　　　美しい町をつくりましょう　温泉を大切にしましょう　お客さまをあたたかく迎えましょう

７月の納期
●固定資産税・都市計画税（第２期）
●国民健康保険税
　〈普通徴収〉（第２期）
●後期高齢者医療保険料
　〈普通徴収〉（第１期）
●介護保険料
　〈普通徴収〉（第２期）
●水道料金・下水道使用料
　（南地区：５・６月分）
●下水道事業受益者負担金（第１期）

便利な口座振替を！

別府市民憲章

（15 分～ 30 分）

12 歳以上 65 歳未満の人へ、7 月２日（金）に接種券を郵送します。
※令和３年６月 30 日時点で 12 歳以上の人。
※ 12 歳未満の人には、今後 12 歳になる誕生月の翌月に順次発送していきます。

 ❖ 接種のスケジュール

新型コロナウイルス

ワクチン接種のお知らせ

接種券が届く

予約をする

予約日時に
予約した場所へ

予診→接種

経過観察

予約可能な医療機関・
予約方法などは、
27 ページへ

❖ 高齢者に次ぐ優先接種の対象者

　60 歳以上 65 歳未満・基礎疾患のある人・高齢者施設などの従事者・教職員などで、接種
を希望する人は、高齢者に次ぐ優先接種として、７月 19 日（月）９時から予約を開始します。
　その後は、年齢区分ごとの予約開始を予定しています。
　詳しい予約開始時期は決定次第、市ホームページや別府市公式 LINE でお知らせします。

60 歳以上の人 昭和 37 年４月１日以前に生まれた人

基礎疾患の
ある人

※診断書などは不要
です。予診票の自
己申告で確認しま
す。重い精神疾患
や知的障がいのあ
る人は、予診票ま
たは精神障害者保
健福祉手帳・自立
支援医療受給者証・
療育手帳の提示で
も確認ができます。

〇下記の病気や状態にあり、通院・入院している人
　・慢性の呼吸器の病気　・慢性の心臓病（高血圧を含む）　・慢性の腎臓病
　・慢性の肝臓病（肝硬変など）　・血液の病気（鉄欠乏性貧血を除く）
　・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病
　・ステロイドなど免疫機能を低下させる治療を受けている　・染色体異常
　・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患　・睡眠時無呼吸症候群
　・免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む）
　・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態 ( 呼吸障害など )
　・重症心身障がい（重度の肢体不自由と重度の知的障がいが重複した状態）
　 ・重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉
　　手帳を持っている、または自立支援医療（精神疾患通院医療）で「重度かつ
　　継続」に該当する場合や知的障がい（療育手帳を保持している場合）
〇基準（ＢＭＩ 30 以上）を満たす肥満の人
　ＢＭＩ＝体重（kg）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）

高齢者施設
などの従事者 高齢者施設、居宅サービス事業所の従事者、障害者施設の従事者など

教職員など
幼稚園、小中学校、義務教育学校、特別支援学校に勤務する教職員、保育所・
認定こども園等の保育士、放課後児童クラブの支援員・補助員など

接種の流れ

別府市新型コロナワクチン
接種コールセンター
☎０１２０ー７９７ー５６７
（９時～ 17時 / 土日祝日も可）

年齢区分ごとに接種を受ける順位が決まっています

65 歳以上 64 歳～60 歳 50 歳代 40 歳代 30 歳代 20 歳代

７月

８月

９月

10 月

概
おおむ

ね接種完了
７月２日接種券発送

「高齢者に次ぐ優先接種」対象者のみ７月 19 日予約開始

８月以降
予約開始 ９月以降予約開始

10 月以降

７月 19 日
予約開始




